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午前10時00分 開議 

○議長（馬場 衛） ただいまの出席議員は18名で

あります。定足数に達しておりますので、本日の会

議を開きます。 

 本日は傍聴席へ報道機関が入っております。撮影

を許可した者には許可証を交付しておりますので、

御報告いたします。 

 ここで、副議長が挨拶を申し上げます。副議長、

竹内祐子さん。 

  〔副議長 竹内祐子登壇〕 

○副議長（竹内祐子） おはようございます。副議

長の竹内祐子でございます。本日は御多用の中、議

会傍聴にお出かけいただきありがとうございます。

議会を代表してお礼を申し上げますとともに、一言

御挨拶を申し上げます。 

 早いもので今年も師走となりました。１年の出来

事が走馬灯のように脳裏を駆けます。 

 市制50周年記念事業が様々なところで開催された

ことは喜ばしいことでした。議会では、ナンバー

200の議会だよりで市議会の歩みと湖西のこれから

という特集を組み、16人の市民の皆様からメッセー

ジをいただきました。シニア世代も子育て世代も誰

もが住みやすい魅力あるまち、子供たちが未来に希

望を持てるまち、いろいろな人が関わり合い今より

ももっと活気あふれているまちなど、未来へ希望の

あるものばかりのメッセージをいただきました。市

議会は皆様の声に応えるように、これからも頑張っ

てまいります。 

 11月にはオンラインでの議会報告会や新居高等学

校の生徒、先生の皆様の協力で高校生議会を開催す

ることができました。本定例会の市長の挨拶の中に

も、前向きな提言をいただき非常に頼もしく感じた

という言葉と、合同防災訓練などできることから実

現していきたいというお言葉をいただきました。 

 湖西市のプロモーションのための新キャラクター

「うなぽん」は、みんなと仲よくなりたくて人気の

パンダのふりをして浜名湖から出てきたという設定

で、おしゃべり能力は３歳児程度ということです。

ＫＯＫＯまつりでは、子供から若者の人気を受けて

いました。うなぽんの活躍で湖西市の知名度が上が

ることを期待します。 

 新型コロナウイルス対策については、医師会の皆

様には大変お世話になっております。ありがとうご

ざいます。既に第８波に突入していると言われてい

ますが、市民の皆様におかれましては今までと同じ

感染対策と解熱剤や検査キットの用意、食料品の備

蓄等を準備していただきたいと思います。 

 さて、本日より３日間にわたり15人の議員が一般

質問を行います。一般質問は行政のチェックを行う

とともに市政発展を目指すものです。お時間の許さ

れる限り、１人でも多くの方に傍聴とＹｏｕＴｕｂ

ｅ等の視聴をお願い申し上げ、私の挨拶と代えさせ

ていただきます。 

 本日はありがとうございました。 

○議長（馬場 衛） 挨拶は終わりました。 

 これより、本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程はお手元に配付のとおりでござい

ます。 

───────────────── 

○議長（馬場 衛） 日程第１ 一般質問を行いま

す。 

 今回15名の議員から一般質問が通告されておりま

す。一般質問の日程を本日から３日間予定しており、

本日５名、12月７日に５名、８日に５名といたしま

す。予定された日程で全ての一般質問が終えられる

よう、質問者及び答弁者の御協力を強くお願いいた

します。 

 本日の質問順序は、受付順により１番 加藤弘己

君、２番 柴田一雄君、３番 加藤治司君、４番 

楠 浩幸君、５番 二橋益良君と決定いたします。 

 初めに、12番 加藤弘己君の発言を許します。 

  〔12番 加藤弘己登壇〕 

○議長（馬場 衛） それでは、12番 加藤弘己君。 

○12番（加藤弘己） 12番 加藤弘己です。一般質

問をさせていただきます。 

 主題としまして、常備消防、消防団の充実強化に

ついてであります。 

 質問しようとする背景や経緯でございます。火災

の発生に加え、社会を取り巻く環境は地震や風水害

等の自然災害やインフラ老朽化、少子高齢化、そし
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て新型コロナ感染拡大の課題を抱える中、地域住民

の生命、身体及び財産を災害から守る消防の果たす

役割はますます増大してきています。 

 目的でございます。地域住民の生命、身体及び財

産を災害から守る消防の充実強化に取り組むためで

ございます。 

 それでは、質問１に入ります。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○12番（加藤弘己） 令和２年に吉田町の倉庫火災

において消防隊員と警察官の計４人、令和４年に静

岡市葵区の雑居ビル火災において消防職員１人が殉

職しました。 

 湖西市においても大規模な事業所が多数存在し、

決して他人事ではないと考えられますが、建物火災

の発生時における消防活動はどのようになっている

かお伺いいたします。 

○議長（馬場 衛） 登壇して答弁をお願いいたし

ます。消防長。 

  〔消防長 山本浩人登壇〕 

○消防長（山本浩人） お答えします。 

 建物火災の出動は「湖西市消防本部消防隊出動要

領」に基づき、原則として消防本部から指揮隊１隊、

消防隊３隊、救助隊１隊、救急隊１隊の合計６隊18

名が出動し、消防団から本部員、２つの地元分団が

出動します。 

 出動隊の活動内容ですが、指揮隊は119番通報の

入電情報、現場付近の消火栓、防火用水の状況、気

象状況、現場到着時の災害状況などから活動方針を

決定し、無線などで全出動隊へ伝えます。また、出

動隊の指揮統制と安全管理、消防団との調整などを

行います。 

 消防隊は、消火栓や防火用水などから給水し、ホ

ース延長、延焼建物への放水活動を実施します。救

助隊は、逃げ遅れた要救助者の検索・救助活動を実

施し、救急隊は火災による傷病者の応急処置・救命

処置を行い、医療機関へ搬送します。消防団は、中

継送水、飛び火警戒、火災現場周辺の人の入出管理、

交通整理などを業務として行っています。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 加藤弘己君。 

○12番（加藤弘己） 活動についてはよく分かりま

した。それでは、この静岡県にありました２件の火

災による殉職は、何が原因で発生しているか理解し

ているか、そこら辺のところをお聞きします。 

○議長（馬場 衛） 消防長。 

○消防長（山本浩人） お答えします。 

 現在の静岡市消防局におきまして、調査中でござ

いまして公表されていません。マスコミ報道の内容

しか私どもは理解していないというのが現状でござ

います。 

 しかしながら、この２件の事案から屋内進入の在

り方を再検討させ、進入と退避について徹底的に訓

練を行っているところでございます。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 加藤弘己君。 

○12番（加藤弘己） 私もそこら辺のところは分か

っていますけど、それではどのようなことが原因と

考えられるか、そこら辺は検討されているでしょう

か。 

○議長（馬場 衛） 消防長。 

○消防長（山本浩人） お答えします。 

 死に至った経過につきましては、静岡市消防局の

詳細なルールや活動内容が不明確であるためお答え

できませんが、一般的な火災の性状から原因を検討

してみますと、殉職した職員の周辺でバックドラフ

ト現象、フラッシュオーバー現象が発生し、一気に

延焼が拡大したと考えています。ちょっと専門用語

が出ましたので簡単に説明させていただきますと、

バックドラフト現象とは室内などの密閉された空間

で火災が発生した場合に、室内の酸素が徐々に減少

し、やがて不完全燃焼となります。その結果、その

火の勢いは徐々に衰えます。この一酸化炭素が充満

した状態のときに、窓やドアを開けたりしますと酸

素が一気に流入しまして、室内全体が一瞬にして爆

発的に延焼拡大することをバックドラフト現象とい

います。 

 フラッシュオーバーとは、室内の局所的な火災に

よって周りの天井、壁面などが過熱されまして燃え

やすい状況になります。一瞬にして室内全体へ延焼

拡大することをフラッシュオーバーと言っています
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が、この２つの現象が原因であると考えています。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 加藤弘己君。 

○12番（加藤弘己） それでは、湖西市ではどのよ

うな対策を取り建物の屋内に進入しているのか、そ

こら辺のところをお伺いします。 

○議長（馬場 衛） 消防長。 

○消防長（山本浩人） お答えします。 

 私ども消防職員は日頃、青色、オレンジ色、グレ

ー色の活動服を着ておりますが、これは難燃性にな

っています。この上に防火衣の上下、長靴、顔には

目と鼻以外を覆うフードというのがありまして、フ

ードをつけまして防火ヘルメットをかぶっています。 

 それから、建物火災等特別な場合には空気呼吸器

とか個人用の携帯警報器を装着しています。空気呼

吸器とはどういうものかといいますと、背中に空気

ボンベをしょいまして、煙とか可燃性ガスの中に入

ることができる資機材でございまして、個人用の携

帯警報器というのは隊員が動きを止めますと音が鳴

るという品物でございまして、例えば隊員が屋内で

身動きが取れなくなった場合には、警報音が出まし

て居場所を特定できるとそういうものでございます。 

 それから屋内進入するときには、熱画像監視装置

というものを携行しまして、屋内の温度を測定しな

がらホースライン、ホースを持って霧状の水を散布

しながら屋内に進入しています。 

 それから、中に入る隊員と出入口で管理する隊員、

それから指揮隊の職員が情報を共有するために咽頭

マイク、首元に咽頭マイクを設置しまして骨電導で

常に話をしながら屋内進入するという取決めにして

います。 

 重要なのは屋内進入できる状況なのか、退路が確

保できているか、その判断だと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 加藤弘己君。 

○12番（加藤弘己） 理解できましたので、次の質

問に移ります。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○12番（加藤弘己） ２番、複数の消防員の新型コ

ロナウイルス感染症罹患による人員不足、豪雨災害

及び広域な山林火災等、県及び市町にまたぐ連携・

協力を図り消防力の持続・確保のさらなる推進につ

いて、現状と今後の体制についてお伺いいたします。 

○議長（馬場 衛） 消防長。 

○消防長（山本浩人） お答えします。 

 ７月から８月にかけて流行した新型コロナウイル

ス第７波では、多くの消防職員が陽性や濃厚接触者

となり、消防署だけでは通常の出動態勢を維持でき

ず、消防本部全体で当直勤務の応援を行い、消防力

を維持しました。 

 通常の出動態勢を維持できない場合や湖西市の消

防力では対応できない災害が発生した場合、市境付

近で災害が発生した場合には相互応援協定に基づき

近隣市である浜松市消防局や豊橋市消防本部へ迅速

に応援要請を行い、災害規模が大きければ静岡県内

の消防機関へ応援要請を行うことになっています。

それでも対応が困難な場合には、緊急消防援助隊の

応援要請を行います。 

 今後の体制につきましては、引き続き迅速な応援

要請や応援出動ができるよう合同訓練を開催し、今

まで以上に顔の見える関係を構築していきたいと考

えています。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 加藤弘己君。 

○12番（加藤弘己） 分かりました。そうしました

ら、例えば具体的な例で浜松市、豊橋市と相互応援

したりとかいう件数だとか、消防団の仲間意識とい

うようなことも考えられると思うんですけど、それ

についてはどういうふうに思っているかお伺いした

いと思います。 

○議長（馬場 衛） 消防長。 

○消防長（山本浩人） お答えします。 

 まず、近隣市町との応援体制のためのちょっとル

ールづけがありますので、その説明からさせていた

だきます。 

 市境付近からの119番通報の受付時のルールです。

目標物や住所が市外であった場合、そういった場合

には浜松市、豊橋市へ回線を転送しています。それ

から、市境なのか場所がしっかり分からない場合、

とりあえずうちの消防隊を出動させています。それ
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と、ひょっとしたら豊橋市なのか浜松市なのかちょ

っとよく分からない場合には、そちらのほうに情報

提供するという取決めの中でいろいろ活動している

ところです。 

 それで市境付近において、浜松市と湖西市が相互

に協力して活動した件数についてちょっと話をさせ

ていただきます。 

 令和３年につきましては２件、令和４年11月末現

在で５件ということで、主に今切付近の水難事故、

それから大知波地区富士見岩付近の山岳事故等で共

同で活動しています。 

 それから、市境付近において豊橋市と湖西市が相

互に協力した件数でございます。令和３年につきま

しては４件、令和４年11月末現在で４件ということ

で、潮見バイパスと国道23号線の接触付近、接続地

点の交通事故が非常に多くて、そこで相互に活動し

ています。それから、湖西連峰の火災であるとか山

岳事故も相互に協力しています。 

 それから、湖西市が浜松市内へ出動した件数です。

令和３年が２件、令和４年11月末現在で２件という

ことで、これは主に浜名バイパス上り馬郡インター

チェンジまでの間が湖西市から出動したほうが早い

ものですから、そちらのほうに出動しております。 

 それから、湖西市が豊橋市内へ出動した件数。令

和３年が３件、令和４年11月末現在で５件というこ

とで、国道23号線付近の交通事故が多いということ

です。 

 それとは逆に、湖西市が浜松市へ応援要請した回

数と活動件数です。令和３年につきましては要請も

活動もありませんでした。しかしながら、救急の予

備車を含みまして４隊が出動していて不在というこ

とで、次に何かあったら要請させていただきますと

いうような件数が12件、それから令和４年11月末が

要請活動件数が２件で、４隊出動したときに事前連

絡したのが８件というような状況です。 

 逆に、豊橋市に応援要請したのが令和３年が１件、

令和４年11月末現在がゼロ件という状況で、そちら

のほうも事前連絡を行っているという現状です。 

 それから、消防団とはたびたび会議とか訓練で連

携等も行っているという現状でございます。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 加藤弘己君。 

○12番（加藤弘己） かなり相互応援というのが多

いと感じています。 

 それと、今お聞きしましたら相互応援で仲間意識

なんかもちゃんとしっかりしているんじゃないかな

と思っております。引き続き頑張っていただきたい

と思っております。 

 それでは、３番目の質問に移ります。 

○議長（馬場 衛） ３番目ですね、どうぞ。 

○12番（加藤弘己） 地方公務員法の一部を改正す

る法律（令和３年法律第63号）が令和３年６月11日

に公布され、令和５年度から地方公務員の定年が段

階的に引き上げられることになりました。 

 こうした中、消防職員は加齢困難職種とされ、高

齢期職員の現場活動など検討すべき課題が多いと考

えますが、定年引上げ後の消防本部の状況について

どのような課題があるかお伺いいたします。 

○議長（馬場 衛） 消防長。 

○消防長（山本浩人） お答えします。 

 本市の消防職員は、現在のところ60歳になると退

職して再任用制度を活用することなく自分で就職先

を探し、再就職しているというのが現状であります。 

 その背景には、老化による健康への不安、体力の

低下、特に老眼の進行や動体視力の低下などによる

影響から、後輩たちの足手まといになりたくないと

いう思いや、40年前後、厳格な階級社会で任務を遂

行してきた職員が部下の下で働くという逆転現象か

ら、モチベーションを維持できないという２つの不

安要素があると考えています。 

 定年引上げ後における消防本部の課題は、これら

の２つの要素に加え、定年が段階的に引き上げられ、

その引上げ期間中10年間は退職者が減少し、毎年は

新規職員を採用できなくなることが予想されること

から、その年代の職員が空洞現象が生じ、職員の人

材育成や消防特有の指揮命令系統が混乱すると懸念

しています。 

 また、毎年職員に実施している自己申告書による

と、現場活動を希望する職員が圧倒的に多いため、

高齢職員が活躍できる職域の確保が急務であり、職
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員の高齢化によるマンパワーの低下が深刻化すると

考えています。 

 なお、消防職員の定年引上げに係る問題は全国的

な問題であることから、総務省消防庁内に定年引上

げに伴う消防本部の課題に関する研究会が設置され、

今後の方向性が検討されています。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 加藤弘己君。 

○12番（加藤弘己） ありがとうございます。それ

では、高齢化になるんですけど高齢化対策は何かを

しているんでしょうか、お伺いします。 

○議長（馬場 衛） 消防長。 

○消防長（山本浩人） お答えします。 

 労働安全衛生法に基づきまして、日勤職員につき

ましては年１回の健康診断、隔日勤務職員につきま

しては年２回健康診断を実施しているところでござ

います。 

 健康診断の結果につきましては、要受診、要精密

検査を受けた者には、２か月以内に医療機関を受診

させ受診結果の報告を求めております。その結果、

必要に応じて人事的な配慮を行っているところです。 

 それ以外に、全職員を対象に年１回、健康増進と

体力の維持を目的としまして体力測定を行っており

ます。それから救助隊、若手職員、希望職員を対象

に3,000メートルの記録会も行っております。これ

は運動する習慣を、年を取っても取らせるためでご

ざいます。それから健康状態と自己申告書を踏まえ

た人事配置も行っています。 

 最後に、資機材の軽量化です。先ほどちょっと説

明しました空気呼吸器のボンベ、昔は８リットルの

鉄のボンベでしたが今は５リットルのカーボンボン

ベに換えたり、消火用のホースも昔は65ミリメート

ルホースだけだったですけども、今は50ミリメート

ルとか40ミリメートルも使っています。三連はしご

も昔は鉄だったですけど現在はチタンを使っていた

りとか、重量物の昇降装置も昔は手動だったですけ

ど自動化していると、そういった対策を行っていま

す。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 加藤弘己君。 

○12番（加藤弘己） それでは、定年延長に対する

検討ですね、人員だとかそういうようなことをどの

ようにお考えになっているかをお伺いします。 

○議長（馬場 衛） 消防長。 

○消防長（山本浩人） お答えします。 

 まず、今後を見据えまして体力の衰えを実感し出

す40歳以上を対象に、定年延長後について意向調査

を今現在実施しているところでございます。それと、

総務省消防庁や近隣の市町の動向を確認しながら今

後について検討し、近々で何らかの対応を行わなけ

ればならないと考えているところでございます。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 加藤弘己君。 

○12番（加藤弘己） 分かりました、今後の課題で

ございますね。 

 それでは、次の質問に入らせていただきます。 

○議長（馬場 衛） ４番ですね、どうぞ。 

○12番（加藤弘己） 質問の前に、11月27日に湖西

市消防団消防操法大会を見学させていただきました

んですけど、これは市制50周年記念の行事だと思う

んですけど、非常に技術的にかなり短い期間に磨い

ていたなというような姿を見まして、やはり切磋琢

磨してやっているんだなというようなことで、非常

にちょっと感激じゃなくて感謝非常にしました。ち

ょっと残念なのは、家族だとか一般の人がもう少し

興味を持っていただけたらなというふうに感じまし

た、いろんなことは置いておきまして、質問に入ら

せていただきます。 

 ４番目の質問です。消防団員は、他に職業を持ち

ながらも非常勤特別職の地方公務員として「自らの

地域は自らで守る」という郷土愛護の精神に基づき、

消防防災活動を行っていますが、湖西市の消防団員

は条例定数に達していません。少子高齢化、サラリ

ーマンの増加、地域コミュニケーションの希薄化、

消防団活動に対する対価の低さ等が考えられますが、

消防団の現状についてお伺いいたします。 

○議長（馬場 衛） 消防長。 

○消防長（山本浩人） お答えします。 

 消防団員数は364人で、主に現場活動を行う本部、

第１分団から第13分団はおおむね定数を満たしてい
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ます。しかしながら、昨今の新型コロナウイルスの

感染拡大の影響で、お祭りや盆踊り、地域の行事が

中止となり、地域のコミュニティが希釈化したこと

により、消防団員の確保に苦労しています。また、

消防団のサラリーマン化率は全国平均の73.9％に比

べて、湖西市では83.8％と高くなっていることから、

日中の災害に出動できる団員が少ないことが課題と

なっています。そのため、自営業などの消防団ＯＢ

を機能別消防団員として再入団させたり、消防団協

力事業所表示制度、学生消防団活動認証制度、消防

団応援の店制度など優遇制度を定めたりして、様々

な対策を行っています。 

 消防団の年報酬や出動報酬につきましては、国の

基準で定められた額となっており、令和４年４月以

降は個人口座へ直接支給を行っています。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 加藤弘己君。 

○12番（加藤弘己） 分かりました。そうしました

ら、やはりちょっと足らないなという感じだと思う

んです。特に、女性消防団なんか足らないんじゃな

いかなと思うんですけど、消防団員の確保のために

湖西市は何を行っているか、そして女性消防団の増

員もやはり検討していただきたいなと思っておりま

す。そのところについてお伺いいたします。 

○議長（馬場 衛） 消防長。 

○消防長（山本浩人） お答えします。 

 先ほど答弁した優遇制度に加えまして、各種イベ

ントや広報紙等を活用しまして消防団の活動であっ

たりとか、消防団員の募集について広報を行ってお

ります。また、マスコミの皆様にもお願いいたしま

して、消防団の活動を積極的に取り上げていただく

ように情報を提供しているところでございます。 

 それから、分団長等の依頼によりまして消防団員

を募集するための通知文書をつくってあげたりとか、

同じく分団長の要望によって自治会の会議に出向き

まして、団員募集の協力であるとか消防団員の処遇

の説明等を行って、何とか団員を増やしたいとその

ように努力しているところでございます。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 加藤弘己君。 

○12番（加藤弘己） 分かりました。それでは、近

頃全国的に見ると学生の消防団を入れているという

ような状況なんですけど、そこら辺について湖西市

消防団はどういうふうになっていますか、お伺いし

ます。 

○議長（馬場 衛） 消防長。 

○消防長（山本浩人） お答えします。 

 学生消防団員につきましても積極的に情報を発信

しているところですが、現実的に学生さんが入って

いるという実績はございません。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 加藤弘己君。 

○12番（加藤弘己） 分かりました。 

 それでは、次の質問に行きます。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○12番（加藤弘己） 消防団においては、火災に対

しては常に訓練されていますが、近年、水害、土砂

崩れ等が頻繁に起きております。そのための訓練の

状況をお伺いします。 

○議長（馬場 衛） 消防長。 

○消防長（山本浩人） お答えします。 

 消防団の訓練につきましては、毎月１回、方面隊

ごとに定例訓練を実施しており、消火訓練のみなら

ず救急訓練、水防訓練、震災救助訓練、救助資機材

の取扱い訓練などを実施しています。 

 各分団に配備する車両につきましても、消火活動

で使用する消防ポンプ自動車から消火活動と救助活

動の双方に対応できる救助資機材搭載車へ車種変更

を行い、チェーンソー、エンジンカッター、油圧救

助器具などの救助資機材の計画的な整備を行ってい

ます。 

 また、消防団員の教育体制を充実させるために、

令和３年４月から各分団に２名の指導員を指名して、

まず指導員に対して教育訓練を行い、その後その指

導員がそれぞれの分団において教育訓練のリーダー

として、事前に学んだ知識と技術を伝達するという

活動を行っています。 

 さらには、消防署との連携体制を強化するため、

合同訓練もたびたび行っています。 

 以上でございます。 
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○議長（馬場 衛） 加藤弘己君。 

○12番（加藤弘己） 分かりました。常備消防と消

防団のちょっとＰＲ、もう少し市民にＰＲをしてい

ただきたいなと思っております。 

 それでは、次の質問に行きます。 

○議長（馬場 衛） ６番目ですね、どうぞ。 

○12番（加藤弘己） 平成29年３月12日以降、普通

免許を取得した消防団員は所属する分団で管理する

車両を運転できないケースも発生します。将来的に、

車両総重量3.5トン以上の自動車を運転する消防団

員の確保が課題となります。 

 こうした状況の中、準中型免許取得に係る費用を

補助する制度はどのようになっているか、お伺いい

たします。 

○議長（馬場 衛） 消防長。 

○消防長（山本浩人） お答えします。 

 その前に、先ほど学生の消防団員の数、実績がな

いというお話をさせていただいたんですが、今現在、

令和４年10月現在でございますが学生さんが２人い

るということで、先ほどの答弁を修正させていただ

きます。よろしくお願いいたします。 

○議長（馬場 衛） よろしいですか、加藤弘己君。 

○12番（加藤弘己） オーケーです。 

○消防長（山本浩人） それでは、先ほどの質問に

ついてお答えします。 

 令和２年度以降、所属する分団の車両が車両総重

量3.5トン以上であり普通免許を取得している消防

団員に限り、取得経費の３分の１相当（上限８万円）

を補助しています。令和３年度までに４人に補助を

行い、本年度、既に２人が免許の取得を完了し、申

請手続が行われています。 

 また、準中型免許取得に係る費用の補助を行って

いる市町に限り、静岡県消防協会から３分の１相当、

西遠支部から３分の１相当の補助が受けられること

になりまして、消防団員の持ち出しはほとんどない

状況となっています。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 加藤弘己君。 

○12番（加藤弘己） ありがとうございます。そう

しましたら、湖西市消防団において車両総重量3.5

トン以上の消防自動車は何台ありますか。 

○議長（馬場 衛） 消防長。 

○消防長（山本浩人） お答えします。 

 今現在11台であります。来年の２月頃に総務省消

防庁から救助資機材搭載車の無償貸付け１台がござ

いまして、今年度中に10台となる見込みでございま

す。今後、車両の更新計画に基づきまして、3.5ト

ン未満の車両へ少しずつ更新する予定でございます。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 加藤弘己君。 

○12番（加藤弘己） 分かりました。今のところは

その消防車の数を乗りこなせないというようなこと

で、不都合というのは感じていないわけですね。 

○議長（馬場 衛） 消防長。 

○消防長（山本浩人） お答えします。 

 平成29年３月以降に免許を取得した人が運転でき

ないもんですから、それよりも先に取った人がまだ

たくさんいる段階ですので、現在のところ困ってい

るという話は聞いておりません。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 加藤弘己君。 

○12番（加藤弘己） 分かりました、ありがとうご

ざいます。 

 それでは最後の質問、７番目へ行きます。 

 湖西市消防防災センターの建設について進捗状況

を今どのぐらいやっているんだと、進んでいるんだ

というようなことを教えていただきたいと思います。 

○議長（馬場 衛） 消防長。 

○消防長（山本浩人） お答えします。 

 湖西市消防防災センターの建設については、災害

対策本部、危機管理課執務室、サーバー室など市役

所機能との複合化を推進して、通信指令装置及び消

防救急デジタル無線システムの更新に合わせて令和

７年度中の完成を目指しています。 

 設計業務につきましては、現在、基本設計を行っ

ており、敷地全体の建物配置や庁舎内のレイアウト

について関係部局と調整を図りながら進めています。 

 また、敷地内の地質調査につきましては、本年度

２か所のボーリング調査を実施済みであり、新庁舎

の建物構造は耐震構造で進めています。 
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 消防業務の性質上、現在の消防体制を維持しなが

ら建設工事を行う必要があるため、様々な施工上の

制約を受けるとともに、新庁舎の完成後、旧庁舎を

解体して防災倉庫などの附属施設を建設する計画で

あり、敷地内全ての建物が完成するのは令和９年度

末を予定しています。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 加藤弘己君。 

○12番（加藤弘己） ありがとうございます。今準

備中というようなことで、例えばボーリング調査な

んかあると思うんですけど、このボーリング調査と

いうのは例えば警察だとか近くの建物、それを造っ

たときにボーリング調査なんかもされていると思い

ますので、極力こういうようなものを参考にして進

めていただきたいと思っております。 

 これで私の質問を終わります。ありがとうござい

ました。 

○議長（馬場 衛） 以上で、12番 加藤弘己君の

一般質問を終わります。 

 次に、１番 柴田一雄君の発言を許します。 

  〔１番 柴田一雄登壇〕 

○議長（馬場 衛） それでは、１番 柴田一雄君。 

○１番（柴田一雄） １番 柴田一雄です。通告書

に従いまして、一般質問をさせていただきます。 

 主題、地域医療構想の経過と今後の発展について。 

 質問しようとする背景や経緯ですが、令和元年９

月、厚生労働省は市町村などが運営する公立病院と

日本赤十字社などが運営する公的病院の25％を超え

る全国424の病院について、「診療実績が少なく、

非効率的な医療を招いているため」として「再編統

合について特に議論が必要」とする分析をまとめ、

病院名を公表いたしました。 

 対象となる病院の中には、市立湖西病院も含まれ

ており、当時はベッド数や診療機能の縮小なども含

む再編を地域で検討し、令和２年９月までに対応策

を決めるよう求められました。しかし、この発表は

罰則規定や強制力はなく、権限は各地域に委ねられ

ております。 

 新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、地域にお

いて公立病院である市立湖西病院の重要性は再認識

されたところではありますが、令和４年度の湖西市

市民意識調査におきまして、あなたは湖西市の医療

体制に満足していますかとの問いに対し、「満足」

「やや満足」を合わせた割合は44.4％と半数以下で

あり、半数を超える市民の皆様方が医療体制に不安

を持っていることが浮き彫りとなっております。 

 一方では、11月25日、浜松市と湖西市が浜松医療

センター及び市立湖西病院における持続可能な地域

医療提供体制の確保に関する連携協定が締結されま

した。今後、ますます改革が求められます地域医療

構想について、現在の取組をお伺いいたします。 

 質問の目的ですが、地域医療構想のこれまでの経

過と今後の発展について確認をいたします。 

 質問事項に入りたいと思います。 

 浜松市と湖西市との浜松医療センター及び市立湖

西病院における持続可能な地域医療提供体制の確保

に関する連携協定の締結について、これまでの背景

や経緯を教えてください。 

○議長（馬場 衛） 登壇して答弁をお願いいたし

ます。市長。 

  〔市長 影山剛士登壇〕 

○市長（影山剛士） お答えを申し上げます。 

 答弁の前に、ちょっとできれば全部、今回から行

政のほうもタブレットを入れさせていただいたんで、

全部ペーパーレスでやりたかったんですけれども、

なかなかやっぱり答弁となるとその場での修正した

りとか、スクロールがその場でうまくいったりとか

うまくいかなかったりとかっていうことも想定され

ますので、補足的に紙も多少使わせていただきます

ので、これは全議員の皆様にも御理解をいただけれ

ばと思います。 

 それで、答弁のほうに入らせていただきますけれ

ども、まずは今議員のほうからもありましたとおり、

湖西病院をはじめ、市内市外問わずですけれども医

療関係者の皆様には本当にこの２年以上にわたって

新型コロナウイルス対応、今でも第８波と言われて

おりますけれども、大変引き続き御尽力をいただい

ております。患者さんの受入れはじめ、まだコロナ

ウイルスワクチン対応、また先般、御案内させてい

ただいたとおり発熱外来も今回の12月から新たに加
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えるという形で、年末年始への対応にも行っていた

だいております。改めて、湖西病院はじめ皆様に感

謝を申し上げたいと思います。 

 その中で、この今議員から御質問のありました湖

西病院、これは高度急性期医療が必要な患者さんは

どうしてもこれは全てが湖西病院だけで完結するも

のではありませんので、やはり市外の医療機関にも

受入れをお願いをするということと、そして湖西病

院に新たに設けております地域包括ケア病床、こち

らのほうで回復期の患者を受け入れるという形で、

持続可能な地域医療の提供体制を確保していこうと

いう形で、いわゆる役割分担といいますか機能分化

ということでこれはいわゆる地域医療の充実と経営

の強化、両立を図っていこうという考えが根底にな

るものです。これは地域医療構想でもそういった御

提言といいますか、方向性も踏まえた上でさせてい

ただいております。 

 そのために、これはもう今始まったことではなく

て、本当にコロナウイルスの随分前、僕が市長にな

って本当に当初ぐらいから今こちらにいらっしゃっ

ている、今年から院長になっていただいた大貫院長、

当時は湖西病院から菊川市の病院に移っていただい

ておりましたけれども、相当これ平成の終わり前か

ら、大貫院長が湖西病院に戻ってこられたのは令和

元年の10月から副院長として戻ってきていただきま

したけれども、その前から例えば大貫さんだったり

浜松医科大学の今野学長だったり、浜松医療センタ

ーの海野院長だったり様々な方々と個別に、または

合同でお話合いをさせていただいて、今申し上げた

ような役割分担とか機能分化、浜松医療センターと

の病病連携を推進するための協議を進めてまいりま

した。 

 そして令和元年の10月に大貫先生が副院長として

戻ってきていただいて、本格的に進めていただくと

いうところがまずもともとの経緯、これは本当にか

なり前からといいますか数年かけて、まず令和元年

10月まで持ってきたという経緯があります。そして、

大貫副院長を中心となって医療センターの海野院長

と併せて病病連携を進めていこうというところであ

ったんですけれども、令和２年の頭ぐらい、2020年

の頭ぐらいから新型コロナウイルスが流行してきた

ということで、医療が逼迫したりという状況があり

まして、なかなか協議をするような状況ではなくな

ったというのが実際のところです。 

 やっと２年が経過して、今年、今年度といいます

か当初よりもいわゆるえたいの知れないというとこ

ろではなくなって、例えばオミクロン株ももちろん

今でも言っていますけれども、軽症者が多くなった

りして重症化割合が当初よりは減っているなど、医

療の逼迫とか感染状態が落ち着いてきたという状況

から、これは浜松医療センターもそうですし湖西病

院もそうでしたけれども、そういう状況に協議が再

開できる状況になってきたということで、湖西病院

と浜松医療センターとで協議を再開させていただい

たり、また浜松市長にも当然お話をさせていただい

たりということで、様々なところと協議を重ねなが

ら改めていわゆる西部の保健医療圏というところで

浜松市、湖西市での連携を進めてまいりました。 

 今回、やはりお互いの強みを生かすといいますか、

さっきの役割分担のような形でお互いにメリットの

ある形で協定を結んで、実効性を高めていきましょ

うということで、11月25日の連携協定の締結という

のが現在のところでございます。 

 やはり、この後、個別にもあるかもしれませんけ

れどもどれを取っても湖西市の地域医療に不足をし

ているもの、また浜松市の地域医療にとってもメリ

ットになるもの、これを個々に実効性を高めていっ

て湖西市民の皆様の安全・安心な持続可能な地域医

療の提供体制、これをしっかりと高めていきたいと

いうことで思っておりますので、まずは連携協定を

こういった形として組めたということは大きな前進

であるというふうに思っておりますので、これを具

現化・具体化していくことがこれからしっかり病院

や健康福祉部、様々な関係者の皆様とともに進めて

まいりたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 柴田一雄君。 

○１番（柴田一雄） ありがとうございます。機能

分化、そして経営を強化するということで病病連携

に至ったという大きな前進であるということで理解
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できました。 

 それでは、具体的には湖西病院の経営強化プラン

も含めてどのように発展していくのか教えてくださ

い。 

○議長（馬場 衛） 病院事業管理者。 

○病院事業管理者（杉浦良樹） お答えを申し上げ

ます。 

 今市長のほうから経過のほうを具体的にかつ詳細

に御報告させていただいて、なかなかそういった話

は表に出るのが少し厳しいというか、難しい中でも

市長にも大変御尽力いただいて、そういったところ

をやっていただいて現在があるというところでござ

います。 

 具体的にどのようになっていくかというのは、も

う基本のところは経営強化プランもそうですが病院

の機能分化というところで、当院でも一般急性期的

な役割を担いながら、私が赴任してから地域包括ケ

ア病室も11床まで増やしてまいりました。そこのと

ころは今後、急性期に携わる医療従事者の不足とい

いますか、なかなか招聘ができない部分もありなが

ら、地域に求められている地域医療構想の中でも機

能分化を明確にしなさいという中で、当院がこれか

ら経営のところも含めながらやっていくにはやはり

機能分化というところで、当然365日の救急告知病

院としての役割というものも担っておりますので、

そこの部分もしっかりやりながら回復期のところを

やることによって、入院患者増も含めながらという

ことも構想の中ではずっと考えておりました。まだ

まだ不完全な部分はありますが、そこのところを強

化するという意味で、今回提携をしたことによって

より明確にしていけるんじゃないかと思いますし、

それに伴ってやはり一番大きなのは医療従事者に対

する派遣、交流とか看護師の確保だとか育成という

ところがかなり時間もかかるというところで、そこ

の部分を今後、協力ができる範囲でやっていけるこ

とが明確化されてきたんではないかというふうに思

っております。 

 その中で何ができるのか、どういったことが具体

化できてやっていけるのかというものを双方で詰め

ながら、話合いを持ちながらできることからしっか

りと進めていきたいというふうに思っております。 

 今までも小児科の、昨年１年間ですがうちに常勤

の小児科医がいなくなったときに、毎日、浜松医療

センターの小児科のほうから派遣をいただいて、小

児の医療を止めることなくやってこられたというと

ころもございますので、そういったものを拡張して

いくということが今後直近にできることであります

し、それを広めていくということが大きな骨子にな

ろうかというふうに思います。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 柴田一雄君。 

○１番（柴田一雄） よく理解できました、ありが

とうございます。 

 今回の連携協定の締結をきっかけに、さらなる病

院の経営強化、そして安心・安全で質の高い医療の

提供を期待しております。 

 次の質問に入りたいと思います。 

○議長（馬場 衛） ２番ですね、どうぞ。 

○１番（柴田一雄） 市内には医療法人であります

浜名病院もございますが、浜名病院との連携につい

てはどのように考えているのか教えてください。 

○議長（馬場 衛） 市長。 

○市長（影山剛士） お答え申し上げます。 

 浜名病院さんもこれはもう従来からといいますか、

コロナ前から地域医療に相当御尽力いただいて、市

民の皆様のよりどころとなっていただいています。

そして、このコロナが流行してからは湖西病院とも

両輪となりながら、それぞれ補完しながら患者さん

の受入れ、また今回の今年の年末年始なんかは先ほ

ど申し上げた発熱外来でお正月返上で浜名病院さん

も発熱外来を開設いただけるというような形で、体

制整備に本当に御尽力をいただいているということ

で、湖西市の地域医療を支える重要な医療機関とい

うふうに感謝を申し上げているところです。 

 そして今回、先ほどは市外の浜松医療センターと

の連携を申し上げましたけれども、市内でも当然浜

名病院含めて市内での連携強化というのも同時並行

で進めてきているところですので、これもちょうど

今回10月から浜名病院も及川院長に、院長の交代も

ありました。実はその交代の前から具名誉院長など
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と含めてこれからの地域医療といいますか、市内で

の地域医療をどうしましょうかということは湖西病

院ももちろん含めて、もしくは医師会も含めてです

けれども議論を重ねてきたところであり、当然それ

ぞれの医療機関が持つ医療資源ですとかそういった

情報共有とか意見交換を進めてきているところです。 

 さらには、やはりさっき別の議員からも消防に関

しての救急等の体制も含めて御質問をいただきまし

た。これはやはり病院だけではなくて、そういった

救急搬送も含めた一連の、市民の皆さんが急病など

になったときの対応も深く関わっていることですの

で、そういった消防ですとかまたは浜名病院さんだ

けではなくて地域の診療所とかクリニック、いわゆ

る浜名医師会のような医師会さん、こういった地域

の湖西市の地域医療に係る皆さんと、この年度内に

は今度の３月までにはと思っていますけれども浜松

医療センターと同じような形で年度内に、救急医療

だとか当直の体制、こういった役割分担も含めた機

能補完、これをしっかりと枠組みといいますか文書

にまとめた形で連携協定を締結したいということで

今調整を進めているところです。 

 市外との、やっぱり高度急性期との機能分化も必

要ですけれども、先ほどの例えば浜名病院なんかは

当然救急で、夜間も含めて患者さんを受け入れてい

ただいておりますので、そのときに例えば湖西病院

と浜名病院が内科と内科とか外科と外科というよう

な当直体制にならないような、これはもう従来から

もちろんそういう形で行うのが理想ですけれども、

なかなか持っている医療資源といいますか、ドクタ

ーの状況などもありますのでそこを明確にしながら、

これからさらにそういった市民の皆様とか患者の皆

様の利便性の向上につなげるような形で、またそう

いったものが整備されれば消防、救急隊としてもど

こに搬送するかというのが明確になってきますので、

そういったさらなる医療サービスの向上といいます

か、そういうのを目指して連携協定を締結していき

たいというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 柴田一雄君。 

○１番（柴田一雄） 浜名病院と浜名医師会、それ

から消防本部も交えたということで、救急医療です

とか夜間医療の分野でも地域医療体制について現在

連携協定の締結についても協議を重ねているという

心強い答弁をいただけたかなと理解をいたしました。 

 先ほど浜名病院に御協力をいただいている内容と

して、発熱外来等の説明もありましたけれども、ほ

かにも何か具体的に浜名病院に協力をいただいてい

るような事業があれば、説明をお願いしたいと思い

ますがいかがでしょうか。 

○健康福祉部長（袴田晃市） お答えをいたします。 

 浜名病院につきましては、先ほど市長のほうから

もありましたが休日・夜間救急医療体制について、

祝日を除く月曜日から土曜日の午後６時15分から翌

日の８時45分までの間、こちらが夜間というような

言い方になります。それと、日曜日と祝日には24時

間体制で医療体制を整えていただいております。ま

た、新型コロナウイルス感染症対策につきましても、

コロナ対策に係る協議に毎回参画をいただいている

とともに、先ほど市長からもありましたが発熱外来

を開設いただき、またコロナワクチン接種につきま

しても令和３年５月の接種開始当初から御協力をい

ただいているという状況になります。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 柴田一雄君。 

○１番（柴田一雄） 今後も引き続き、地域医療を

支えていただける病院連携ということで期待してお

ります。 

 次の質問に入りたいと思います。 

○議長（馬場 衛） 柴田一雄君、ここで時間を過

ぎておりますので少し休憩を取りたいと思いますが

よろしいですか。 

○１番（柴田一雄） はい。 

○議長（馬場 衛） それでは、暫時休憩といたし

ます。再開は11時20分とさせていただきます。 

午前11時05分 休憩 

───────────────── 

午前11時20分 再開 

○議長（馬場 衛） 休憩を解いて会議を再開しま

す。 

 休憩前に引き続き、１番 柴田一雄君の一般質問
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を行います。 

 主題１、質問要旨３番目からとなります。柴田一

雄君、どうぞ。 

○１番（柴田一雄） 先ほどのまずは２番の答弁に

対しましてですけども、浜名病院との連携につきま

してもそれぞれの強みを生かして、今後も引き続き

地域医療を支えていただける連携強化を期待してお

ります。 

 それでは３番の質問に入りたいと思います。 

 先ほどの答弁でも触れられましたけれども、地域

の開業医が中心となっております浜名医師会との連

携はどのように考えているのか教えてください。 

○議長（馬場 衛） 市長。 

○市長（影山剛士） お答え申し上げます。 

 浜名医師会さんももちろんこれは言うまでもなく

といいますか、湖西市民の皆さんにとって長年にわ

たって市民の健康維持といいますか、診療など多大

なる御協力をいただいているというふうに感謝を申

し上げたいというふうに思っています。 

 特に、やはり近年もう皆さん御案内のとおり新型

コロナの流行後、感染症対策といいますか地域外来

の検査センター立ち上げも、場所はもちろん湖西病

院でっていうことでありましたけれども、医師会の

皆さんに御参加をいただいてそこで立ち上げること

ができたということもありますし、御協議をいただ

いて今でも週に１回、定期的なものを市の担当と含

めて医師会の皆さんと、合計これまでに98回という

多数協議をいただいて、様々なワクチン接種であっ

たりとか先ほどの発熱外来、こういったものの立ち

上げ、診療、運営等に御尽力をいただいています。 

 これもちょうど１年ぐらいになるかもしれません

けれども、市民の皆さん、特に市内の小中学生から

こういったコロナ対策に御尽力をいただいていると

いうことで感謝のメッセージ、お手紙とか掲示板に

貼って様々なお手紙を頂きました。広報こさい等で

も特集をさせていただきましたけれども、こういっ

た地域のやはり診療所とかクリニックっていうもの

は、本当に地域医療を支える市民に最も近くにいる

といいますか、近くにある医療機関かなというふう

に考えています。 

 今後も先ほどお話に出た湖西病院であったり浜名

病院さんであったり、それと同様に湖西市の地域医

療を支えていただくために、地域医療の推進に関し

ましては今も、先ほどの連携協定について医師会も

含めて、また消防も含めて関係者みんなで議論をし

ていって、連携を強化していくというふうな形に持

っていきたいという方向で進めさせていただいてお

ります。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 柴田一雄君。 

○１番（柴田一雄） 新型コロナの感染拡大という

ものもございまして、地域外来・検査センターなど

の立ち上げですとか診療等、多大なる貢献をいただ

いているという様子が分かりました。 

 ほかにも何か、現在、浜名医師会の方々に御協力

をいただいているような事業があれば説明を追加で

お願いしたいと思います。 

○議長（馬場 衛） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（袴田晃市） お答えをいたします。 

 浜名医師会につきましては、先ほど市長答弁にも

ありました新型コロナウイルス感染症対策について

は多大な御協力をいただいているほか、長年にわた

り日曜日や祝日の午前９時から午後５時までの間、

当直医体制を取っていただいてございます。また、

各種健康診査業務、コロナワクチン以外の予防接種

業務、在宅医療講演会の実施、各種委員会への参画

など、地域医療の推進に関する多くの事業に御参加

をいただいているというような状況でございます。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 柴田一雄君。 

○１番（柴田一雄） 浜名医師会の方々の地域への

貢献、非常にありがたく思います。今後も引き続き、

市民の皆様方の健康維持のための連携を期待してお

ります。 

 それでは次の質問に入りたいと思います。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○１番（柴田一雄） 市内で安心して子供を産むこ

とができる環境づくりについては、どのように考え

ているのか教えてください。 

○議長（馬場 衛） 市長。 
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○市長（影山剛士） お答え申し上げます。 

 以前にもたしか、柴田議員からも御質問いただい

たと記憶をしていますけれども、時系列にといいま

すか少し振り返ってみますと、平成19年から今の湖

西病院からは分娩が休止となってもう10年以上がた

っております。個人的にも自分の出産のときにもそ

ういった状況は切に感じたところです。 

 これからといいますかこれまでも累次、この産婦

人科といいますか市内での分娩施設ということで補

助金ですとか市有地、市の土地の無償貸付けそうい

った様々な優遇措置も取ってきましたし、また周産

期学会ですとか産婦人科の学会等、僕も横浜市に行

ったりですとか名古屋市に行ったり、様々なところ

でこういった関係機関に助成制度、補助金制度のＰ

Ｒなど開設をお願いしてきましたけれども、なかな

か難しいというのが実感と現状となっております。 

 これはやはり、全国的にもそうですし少し数字を

紹介をできればと思いますけれども、まずはやはり

産婦人科のお医者さん、ドクターは24時間365日と

いうのが体制、非常に激務だということと医療訴訟

に関しても非常にハイリスクだということで全国的

な数が、絶対数自体はほぼ横ばいというふうに聞い

ていますけれども、施設の数というのは5.6％ほど

全国で減っているというふうに聞いております。こ

れが平成29年と令和３年とを比較しての数字ですの

で、約四、五年ぐらいで５％以上施設が減っている。

これは医学会の方針もあって、やはり個別にという

よりも集約していくという産婦人科の医学会の方針

もあろうかと思いますけれども、特に東京都とか大

阪府とか都市部に集中をしているということが顕著

で、これも数字で厚生労働省が発表しているもので

すけれども、10万人当たりの産婦人科のお医者さん

というのが静岡県でも平成30年度が44.8人いたのが

令和２年度になったら僅か２年ぐらいで43.0という

ことで、10万人当たりでも1.8人減少しているとい

うこともあります。やはりこういった減少要因は、

先ほど申し上げたのに加えて出生数も減少している

ということで、採算見通しも含めた個別の産婦人科

のお医者さんが、クリニック等もなかなか経営状況

を考えて開設に至らないということを聞いておりま

す。 

 その中で、やはり今回、先ほどの御質問にもあっ

たとおり浜松医療センターとの連携協定の中に、こ

の産婦人科といいますか産科機能の充実ということ

が湖西病院に関しても入っておりますので、まずは

市内で安心をして出産の前後、産前産後の健診、診

療が受けられるように浜松の医療センターから助産

師さんを派遣していただくということで、自宅の少

しでも近くで健診等が受けられる、また出産を仮に

浜松医療センター等々、湖西病院以外、また市外で

行った場合にも湖西病院において産前産後、産後の

健診も安心して受診できる体制、できれば今後はそ

の助産師さんも含めて普通分娩というところまでは

持っていきたいというふうに考えておりますけれど

も、これも今後の浜松医療センターと連携協定の中

で実質的に具現化を図る中で、ぜひ前向きに実現を

図っていきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 柴田一雄君。 

○１番（柴田一雄） 平成19年８月より湖西病院で

の分娩機能が休止となり、約15年にわたって湖西市

から分娩施設がなくなってしまったわけでございま

すが、これまで湖西市といたしましては各方面への

助成制度のＰＲや産婦人科の開業に向けまして、市

長自ら出向かれるなど多大な尽力をいただいたこと

には感謝申し上げたいと思います。しかし、地方に

おける産婦人科医の減少や社会情勢も影響し、湖西

市内における分娩機能が再開できていない現実は、

非常に残念ではございますが理解せざるを得ない状

況でもございます。 

 今回の新たな浜松医療センターとの連携は、小さ

な一歩かもしれませんが、今後同じ課題を抱えてい

る他市町の先進事例になるように、大きく発展して

いくことを期待しております。 

 次の質問に入りたいと思います。 

○議長（馬場 衛） 最後の質問ですね、どうぞ。 

○１番（柴田一雄） 冒頭の答弁で看護師の確保・

育成などの面での連携強化という内容がございまし

たが、看護師の成り手不足解消に向けた修学支援金

の在り方について、現状と課題について教えてくだ
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さい。 

○議長（馬場 衛） 市長。 

○市長（影山剛士） お答え申し上げます。 

 まず現状からですけれども、これは湖西病院の看

護師さんとか保健師さん、助産師さんを充実させる

ためにということで、湖西病院のほうで修学資金、

いわゆる奨学金という制度を設けさせていただいて

おります。月５万円ということで、湖西病院に勤務

した場合にはその期間が返還免除ということで、現

時点ではこの奨学金２名が利用されているというこ

とと、過去には累積で平成25年以降で約10年で11名

という方が利用されているという数字になっており

ます。なかなかこれが10年間で11名ですので、なか

なか学生さんが少なくて看護師の確保、これまでも

ですし現状でも苦慮していると、これは本当に湖西

病院に限らずこの地域、また全国的にもそうですけ

れども実情として課題に考えております。 

 市としても当然この制度自体は続けていきますの

で、修学資金、奨学金制度について幅広くこれまで、

今後も周知をしていくとともに、今議員からもあり

ました11月25日の浜松医療センターとの連携協定の

中で看護師の確保・育成ということもうたわせてい

ただいておりますので、浜松市には看護学校、浜松

医療センターのところに併設して看護学校がありま

すので、そちらのほうに湖西市枠という形で設定を

させていただいて、そちらのほうに湖西市が出資す

るというのか枠を設けさせていただいて、そこでこ

の湖西市枠を使っていただいた看護師さんは湖西市、

湖西病院をはじめ湖西市の医療機関で勤務をいただ

くという形で、これも枠の数だとか内容だとかそれ

はこれから詰めていくことに、詳細を詰めていくこ

とになりますけれども、看護師の育成と充実という

ものを図っていきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 柴田一雄君。 

○１番（柴田一雄） 看護師の育成に関しましても、

連携を図っていくということをよく分かりました。 

 しかし、湖西市の奨学金、修学資金ですけどもそ

ちらの利用者は10年間で11名ということで、この制

度を利用する学生が少ないことや周知不足を認識し

ていらっしゃるという内容の答弁ではございますが、

今後の対策について検討していることがあれば教え

てください。 

○議長（馬場 衛） 病院事業管理者。 

○病院事業管理者（杉浦良樹） お答えを申し上げ

ます。 

 今数字のほうの説明があったように、非常に少な

い利用者というのが現実的にあります。ここに関し

ては、その周知という意味では湖西市内の高校であ

るとか浜松市内の高校あるいは近隣大学、豊橋市、

浜松市にある看護を養成する看護学部等の、行って

説明をさせていただいているということを根気強く

というか粛々と進めていって、あとは広報紙、ウェ

ブサイト等に載せて広報を引き続き粛々と進めてい

きたいというところはございます。 

 根本的に、この修学資金を援助するということで、

看護学生を支援していくというのがあるんですが、

基本的にもともとはやっぱり看護師さんを当院に就

職していただくというのが大きな目的なもんですか

ら、幸いにしてここのところ新卒の看護師さん等が

当院に入っていただけているもんですからそういっ

た口コミですよね、そういうものを利用して学校の

ほうに周知をしていただくというのが非常に効果が

高い、あるいは湖西市内に住んでいる学生さん等が

就職していただけるケースっていうのが非常に高い

もんですから、そういったものをうまく利用できな

いかな、活用できないかなっていうものを考えなが

ら、看護師のリクルートに進めていきたいというふ

うに思っております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 柴田一雄君。 

○１番（柴田一雄） 広報の強化ですとか口コミと

いう御答弁をいただけましたけれども、今後、市立

湖西病院をはじめ市内の医療機関における看護師の

充足につながる取組を期待しております。 

 最後になりますけども、今年度、来年度と私たち

の人生の先輩方であります団塊の世代と呼ばれる

方々の後期高齢者の仲間入りも加速してまいります。

また超高齢社会、そして少子化に拍車がかかり、地

域医療の在り方は重要性をさらに増していくことが
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予想されます。 

 本日は市長自らも御答弁をいただき、今後の新た

な取組、そして多くの前向きな御答弁をいただき、

意気込みを感じさせていただきました。 

 引き続き、安心して子供を産み育てられる、そし

て安心して老後を迎えることができる地域医療提供

体制の構築を期待して、私の一般質問を終わりたい

と思います。ありがとうございました。 

○議長（馬場 衛） 以上で、１番 柴田一雄君の

一般質問を終わります。 

 次に、２番 加藤治司君の発言を許します。 

  〔２番 加藤治司登壇〕 

○議長（馬場 衛） それでは、２番 加藤治司君。 

○２番（加藤治司） ２番 加藤治司です。よろし

くお願いします。 

 主題ですが、令和４年度目玉事業である土地利活

用の一体的推進についてであります。 

 質問しようとする背景や経緯ですが、今年度は市

制50周年という節目の年度であり、事業計画にのっ

とり各種の目玉事業・重点事業が実施されています

が、令和４年度も残すところ４か月弱となりました

現時点で、今年度の目玉事業の１つである職住近接

に向けた土地利活用の一体的推進について、大変前

向きなネーミングであり、市民の関心も高いと思わ

れますので、どの程度実現に近づいているのか進捗

状況を確認したいということであります。 

 質問の目的ですが、今言いましたように土地利活

用の一体的推進の実現に向けた進捗状況について、

具体的な事業計画、現在の進捗状況、課題等を確認

するということです。 

 じゃあ質問１番ですけども。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○２番（加藤治司） 浜松湖西豊橋道路で市内に建

設されるインターチェンジ付近の開発の検討につい

て、進捗状況を伺います。 

○議長（馬場 衛） 登壇して答弁をお願いいたし

ます。土地利活用統括監。 

  〔土地利活用統括監 大隅泰史登壇〕 

○土地利活用統括監（大隅泰史） お答えいたしま

す。 

 浜松湖西豊橋道路につきましては、現在、ルート

帯とインターチェンジの配置について示されたとこ

ろであり、法令に基づく環境アセスメントなどの調

査準備が行われております。 

 インターチェンジ付近の土地利用方針につきまし

ても浜松湖西豊橋道路の計画の熟度に合わせ、周辺

の道路整備や工業用地等の整備について検討し、進

捗を図ってまいります。 

 引き続き、長期的な視点を持って取り組んでいき

たいと考えております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 加藤治司君。 

○２番（加藤治司） 私も国土交通省の中部地方整

備局の公表されている資料で、大まかなルート案と

インターチェンジの検討位置は確認できております。

また、次のステップとして環境アセスメント手続が

実施された後、新規事業化が決定されて土地収用工

事、道路開通となると見込んでおります。 

 そこで質問ですけども、湖西市としておおむね何

年後に道路開通を見込んでおられるのか教えていた

だきたいと思います。 

○議長（馬場 衛） 都市整備部長。 

○都市整備部長（小倉英昭） お答えをいたします。 

 まず現在の進捗状況といたしましては、先ほど答

弁がございましたように都市計画環境アセスメント

を進めるための調査を今実施中でございます。 

 そして今後のスケジュールでございますけども、

今やっているアセスメントであったり道路自体の都

市計画決定であったり、その後、新規事業に向けて

の評価であったり、事業が決定しますとその後、現

地測量であったり詳細設計であったり、また地元へ

の説明であったり、そして用地買収、そして工事と

いうふうにつながっていきます。よって、まだまだ

これからの作業というのがたくさんございますので、

開通年次を申し上げることはできませんというか分

からないというのが実際のところでございます。 

 とは言っても、我々としては早期実現というのを

望んでいますので、２県４市、静岡県・愛知県・湖

西市・浜松市・豊橋市・田原市の２県４市や建設促

進の期成同盟会などと連携を図りながら、引き続き
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国に対して働きかけをしていこうというふうに考え

ております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 加藤治司君。 

○２番（加藤治司） ありがとうございました。ほ

かの市の議会で内容をちょっと確認しましたら、大

体環境アセスメントで五、六年、事業計画化で一、

二年、その後、今部長が言われましたように測量と

か設計とか説明とか用地買収、工事というふうに考

えますと相当、ぱっとそれ足しただけでも十数年か

かるんじゃないかなと思いますんで、これについて

の回答は結構ですけども、お願いとしてはこれも回

答は求めているわけじゃないんですけども、湖西市

の目玉を自然環境に恵まれたということをうたって

いますんで、環境アセスメントの視点も実施されて、

段階に入っているとは思いますけども、そういう自

然環境に配慮したアセスメントの実施をお願いした

いということでよろしくお願いします。 

 じゃあ次に、２番目の質問です。 

○議長（馬場 衛） ２番目の質問ですね、どうぞ。 

○２番（加藤治司） 新たに工業用地などのニーズ

に対応するための開発可能性調査の進捗状況を伺い

ます。 

○議長（馬場 衛） 土地利活用統括監。 

○土地利活用統括監（大隅泰史） お答えいたしま

す。 

 工業用地の開発可能性調査でございますが、現在

２か所で行っております。 

 １つが令和５年度供用開始予定の都市計画道路大

倉戸茶屋松線、いわゆるバッテリーロードの沿線、

もう一つが浜松湖西豊橋道路周辺で、どちらも県企

業局と協力して調査を進めているところでございま

す。 

 湖西バッテリーパークと国道１号をつなぐバッテ

リーロード沿線につきましては、令和３年度に図面

上の基礎調査を行い、令和４年度、今年度課題を整

理した上で来年１月から現地調査を含む詳細設計を

実施する予定でございます。 

 浜松湖西豊橋道路周辺はもう少し長期的に捉え、

令和４年度に基本調査を行っており、課題を洗い出

しているところでございます。 

 工業用地を市内に求める企業は多いため、調査結

果を基にスケジュール感を持って早期事業着手でき

るよう、引き続き取り組んでまいりたいと思います。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 加藤治司君。 

○２番（加藤治司） 今の答弁で、現在２か所で工

業用地の開発可能性調査を行っているとのことです

けども、それぞれバッテリーロード沿線と浜松湖西

豊橋道路の周辺の用地面積はどの程度か、概略分か

る範囲で結構ですので教えてください。 

○議長（馬場 衛） 土地利活用統括監。 

○土地利活用統括監（大隅泰史） お答えいたしま

す。 

 バッテリーロード沿線でございますが開発区域が

約６ヘクタール、平場面積としましては約４ヘクタ

ール程度を想定して、今後、詳細調査を行っていき

たいと考えております。 

 浜松湖西豊橋道路周辺につきましては、現在、基

本調査中で課題を洗い出しを行いながら、区域設定

を定めているところであり、具体的な数字というの

はまだございませんけれども、バッテリーロード沿

線よりも少し大きな用地となるというふうに想定し

ております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 加藤治司君。 

○２番（加藤治司） ６ヘクタールとそれ以上の予

定ということですけども、じゃあバッテリーパーク

周辺の利用可能時期をいつ頃見込んでいるのか、浜

松湖西豊橋道路の周辺の開発、工業用地のいつ頃利

用可能になるか、大まかなで結構ですんで利用可能

時期を教えていただきたいと思います。 

○議長（馬場 衛） 土地利活用統括監。 

○土地利活用統括監（大隅泰史） お答えいたしま

す。 

 バッテリーパーク沿線の詳細調査につきましては、

令和５年度まで行う予定でございます。その後、調

査結果を基に用地買収、実施設計、造成工事という

形で進んでまいります。詳細調査の結果により、そ

の後のスケジュールというのは変わってくることも
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ありますけれども、想定では詳細調査による課題を

整理した後、県企業局と協定を結んでいくことにな

り、協定を結んでから早くても数年はかかるという

ふうに考えております。 

 浜松湖西豊橋道路周辺でございますが、基本調査

の段階であり、課題を洗い出し事業の可能性を調査

しているところです。いずれも調査結果による部分

が大きく、中長期的な取組になり具体的なスケジュ

ールを示すことはできませんけれども、早期実現に

向けて取り組んでいきたいとそのように考えており

ます。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 加藤治司君。 

○２番（加藤治司） 私も製造会社出身で、用地買

収には非常に興味、用地に興味あるんですけども、

一番最初の答弁で工業用地を市内に求める企業が多

いということでお答えになりましたけども、そうい

うニーズも多いということで、今聞くともう10年先

ぐらいの話になっちゃうもんですから、なかなか今

経営している方たちが求めるニーズには応えられな

い、次のステップ、代が次の代になっちゃうんじゃ

ないかなという心配をしております。 

 そういうことで、早めの工業用地の提供をお願い

して２番目は終わります。 

○議長（馬場 衛） 次の項どうぞ。 

○２番（加藤治司） ３番目ですけども、民間宅地

開発を促進するための土地提供者及び事業者への奨

励金制度の利用による民間宅地開発の状況や課題を

伺います。 

○議長（馬場 衛） 土地利活用統括監。 

○土地利活用統括監（大隅泰史） お答えいたしま

す。 

 現時点で補助金を交付した実績はございません。

これまで土地を提供する立場の地権者と土地の開発

を行う事業者の双方から複数の相談を受けておりま

すけれども、宅地の開発行為は関係する地権者や開

発事業者の合意に調整が必要であったり、手続に時

間を要したりすることから、それぞれの様子を注視

しているところでございます。 

 課題としましては、地権者が土地を提供していた

だかないと宅地開発が進まないことであると考えて

います。そのため、この取組につきましても長期に

わたり多くの時間を要することが想定されます。 

 地権者が土地を提供してもいいというタイミング

にこの制度が後押しとなるよう継続して周知を図る

とともに、今後も中長期的な視点をもって発展が図

られるよう取り組んでいきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 加藤治司君。 

○２番（加藤治司） この制度ができたのは、令和

３年10月に施行されていますんで１年程度たっても

利用する開発事業者はいないということなんですね、

そういうことは何らかの原因があると思われます。 

 提供者のその一つは、いろいろ言われていますけ

ども土地の価格が湖西市は割と高いというのも一つ

にはあると思いますが、居住誘導区域内に1,000平

米、1,000平米というと約300坪なんです。というま

とまった土地、宅地または宅地転用可能地を確保で

きるのかということ、その1,000平米の条件という

のをどのような経緯で設定されたというかどのよう

にお考えでしょうか、それをちょっと確認したいと

思います。 

○議長（馬場 衛） 土地利活用統括監。 

○土地利活用統括監（大隅泰史） お答えいたしま

す。 

 奨励金制度でございますが、住宅用地を分譲する

ことを目的として行われる開発行為を要件としてお

ります。 

 この市街化区域内の開発行為の基準が1,000平米

以上となっております。開発行為を要件とした理由

でございますが、区域内の道路や調整池など整備に

ついて許可基準が適用され、良質な宅地水準が確保

されるということがあります。1,000平米という大

きさですが、地権者１人である必要はなく例えば空

き地とその隣といった設定も可能でございます。 

 現在、開発業者より相談を何件か受けております

ので、引き続き周知を図ってまいりたいと考えてお

ります。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 加藤治司君。 
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○２番（加藤治司） 先ほどの答弁でもタイミング

というかそういうものがあるというお答えがありま

したけども、私が考えるに相続したとかそういう何

らかのお金が必要、相続税が必要になったとか相続

して分割するとかそういうようなタイミングになる

と、相当年数、今例えば我々の年代が亡くなるまで

15年ぐらいかかるかと思いますけども、そういうこ

とで考えると相当な期間があると思うんですよね、

そういうようにやると私の意見ですけども、今後検

討していただきたいと思いますけども、今後も数年

利用、この制度を利用する方がない場合、やっぱり

この条件設定が本当に適切なのかどうかというとこ

ら辺も併せて見直してもらわないと、そういった宅

地の確保、狙いであります居住誘導区域内への誘導

というのがなかなか進まないんじゃないかと思いま

すんで、そこら辺の制度の誘導しやすいような制度

の再検討というのをひとつお願いしたいと思います。

これはお願いですから回答は要りません。 

○議長（馬場 衛） よろしいですか。 

○２番（加藤治司） はい。 

 以上で質問は終わりますけども、今回、道路、工

業用地、宅地ということで土地利活用の一体的推進

という目玉なんですけども、これは今年度いろいろ

やられていることは来年の末までに予定されている

都市計画マスタープランの改定、これにつながって

くるんじゃないかなというふうに思います。やっぱ

り、来年の末までに改定する都市計画のマスタープ

ランというのは、今後の湖西市の未来にとって相当

大きな要素が盛り込まれるんじゃないかなというふ

うに思いますので、そこら辺、将来が明るくなりま

すようなマスタープランになることを期待して、私

の質問は終わります。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 以上で、２番 加藤治司君の

一般質問を終わります。 

 ここで暫時休憩といたします。再開は13時といた

します。 

午前11時53分 休憩 

───────────────── 

午後１時00分 再開 

○議長（馬場 衛） 休憩を解いて、会議を再開い

たします。 

 一般質問を続けます。 

 次に、９番 楠 浩幸君の発言を許します。 

○議長（馬場 衛） それでは、９番 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） ９番 楠 浩幸でございます。

今回もお昼の後ですけれども、元気に一般質問を行

いたいと思います。久しぶりの湖西市教育委員会へ

の質問となります。 

 さて、学校を核とした地域力の強化が求められ、

スポーツ庁とか文化庁から学校運動及び新たな地域

クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライ

ンも公表をされました。湖西市におきましても今年

度から市内小中学校でコミュニティ・スクール（学

校運営協議会）が開始をされました。 

 市内各学校の規模や地域の置かれている環境によ

って、組織の構成や活動の工夫をされているという

ふうに聞いておりますけれども、湖西市のコミュニ

ティ・スクールの推進における意義と課題を確認を

させていただいて、社会の急激な変化に対応できる

多様性を備えた教育環境の実現に向けた方策を確認

していきたい、これが今回の一般質問の目的といた

します。 

 それでは議長、１問目に入りたいと思います。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○９番（楠 浩幸） １つ目の質問に入ります。今

年度、学校評議会からコミュニティ・スクールに学

校運営の仕組みを変更をしたわけなんですけれども、

全国では今年の５月現在でまだ43％、全体の、公立

の小中学校で実施率が43％に対して、その中に湖西

市の小中学校11校が入っているわけなんですけれど

も、比較的、全国的にも早い段階でのコミュニテ

ィ・スクールの開始だったというふうに認識をして

おります。 

 今年度からそのコミュニティ・スクールを湖西市

内の全校で開始をした、意思決定をした背景としま

して、目的と意義を改めて伺いたいと思います。お

願いします。 

○議長（馬場 衛） 登壇して答弁をお願いいたし

ます。教育長。 
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  〔教育長 渡辺宜宏登壇〕 

○教育長（渡辺宜宏） お答えをいたします。 

 新学習指導要領が本格実施をされ、社会に開かれ

た教育課程が重要視されています。小学校では令和

２年４月から、中学校においては令和３年４月から

ということで新学習指導要領が本格実施をされまし

た。 

 社会に開かれた教育課程というのは、学校教育を

通じてよりよい社会を創るという理念を学校と社会

が共有をし、連携と協力によってその実現を図って

いくということだと思っております。 

 具体的に例を挙げますと、学ぶ意義を実感するこ

とができる授業づくり、あるいは学んだ知識を生か

して身近な問題を解決していこうとする学習展開な

どが挙げられます。このような深い学びを実現させ

るために、学校の中だけでなく地域の人・物・事と

つながることが求められています。 

 コミュニティ・スクールはその実現のために有効

であるというふうに考えております。学校運営協議

会では学校と地域との連携・協力を促進し、学校教

育目標を達成するために教育活動がより充実するこ

とを目指しております。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） 先ほども申し上げたんですけ

れども、全国でもまだ半数以上の学校がコミュニテ

ィ・スクールに取り組めていない中での湖西市の意

思決定だったというふうに思うわけなんですけども、

この意思決定についてはどのように行われたんでし

ょうか、まずそこから伺いたいと思います。 

○議長（馬場 衛） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） なぜこれを導入したかとい

うことでありますね。実は、平成29年にコミュニテ

ィ・スクールを導入することが努力義務化されまし

た。それ以前はコミュニティ・スクールを導入する

ことができる、できる規定だったんですが、努力義

務化されました、それがまず１つ。それと、新学習

指導要領に変わってきたこと、学校評議員会がある

程度各学校で行われていたというようなこともあっ

て進めてきました。ただ一つ問題だったのは、地域

コーディネーター、これがやっぱり思うように、何

回もこの場で質問をいただきましたけども、地域コ

ーディネーターがなかなか進んでいかなかったとい

うことがあります。ですので、これをコミュニテ

ィ・スクール化することによってさらに進んでいく

んではないかというようなことも思い、これを早く

導入をいたしました。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） コミュニティ・スクールを指

定をするというのは、教育委員会が学校に向けて指

定をするということだと思うんですけれども、教育

委員会の中ではどのようなお話があったんでしょう

か。 

○議長（馬場 衛） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） どのようなというか、やは

り地域コーディネーターがなかなか見つからないと

いうところもありましたけども、まず令和３年度、

試行という形で進めてみて、それでさらに問題を洗

い出して令和４年度に向けていこうということで、

一歩一歩進めるような形でやっていこうということ

で議論をしました。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） 令和３年度の試行段階では、

たしか知波田小学校と白須賀の２校で地域コーディ

ネーターさんが選出をされて活動されていたって、

その成果を評価をして全校に展開をしていこうとい

うふうな意思決定ということでよろしいでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） そのとおりであります。 

○議長（馬場 衛） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） 目的につきましては、やはり

地域で教育を担っていこうというような趣旨・目的

については理解をすることができました。そのきっ

かけとなったのが新学習指導要領の改訂というふう

な御答弁だったわけなんですけども、この新学習指

導要領で学ぶ意義、深い学びをする必要があるって

いうふうに教育委員会の中でも議論されたと思うん

ですけれども、なぜ地域と協働でそのコミュニテ
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ィ・スクールをやらなければならなかったのかそこ

がまだ、今まで学校教育で学校評議員会の制度の中

で湖西市の学校教育を運営をされていた、それでは

間に合わなくなってきたとかそういうような実感が

あったのかなっていうふうに推測をするわけなんで

すけれども、その辺りはどうですか。 

○議長（馬場 衛） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） 評議委員会が学校に適さな

くなったとそういうふうな意味ではなくて、簡単に

言うと学校評議員会というのは開かれた学校という

意味合いだと思います。このコミュニティ・スクー

ルというのは開かれた教育課程、学習内容、開かれ

た教育課程というところを重んじるということで、

本当にこの社会の背景が非常に激動しているこんな

中で、例えば地域社会のつながりや支え合いが希薄

化してきているんじゃないかな、あるいは複雑化・

多様化した学校の課題、こんなのもあるんじゃない

かなと、あるいは子供たちの規範意識や社会意識、

あるいは実際に体験をするとかそういったのも欠け

ているんじゃないかなというふうなもろもろを含め

て、本当に一歩踏み出した教育内容って言うんです

かね、教育課程のほうまでやっぱり地域の方に入っ

てもらったほうが子供たちにとってはいいんじゃな

いかということでこちらへ移行したところでありま

す。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） 私も幾つかの学校を回らせて

いただいて、現場の先生や地域コーディネーターの

方ともお話を聞く中で、これまでと湖西市の小学校、

中学校、どの地域の学校においても結構地域とのつ

ながりがあって、その地域地域の文化を伝承してい

くような授業も、地域の方も学校の中に入ってくだ

さっていて運営できているなっていうふうな実感を、

私の子供の頃から随分前ですけども、地域性として

は地域、社会との希薄というのはあまり感じてこな

かったというのが実感なんですけれども、そこをさ

らに加速をさせていかなければならない現状みたい

なこと、そこだけちょっと伺ってこの質問を終わり

たいと思います。 

○議長（馬場 衛） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） 地域のつながりということ

でありますけども、なかなか子供たち忙しいってい

うのがまず１つあります。それと同時に、誰も地域

のおじいちゃん、おばあちゃんが言うんですが子供

の姿がこの頃見えないねっていう話をされます。と

いうことは、子供たちは地域との関わりが前よりも

減っている、だからそういった事柄を少しでも前と

同じような形で地域の方々と触れ合う、体験できる、

そんなことが子供たちにとっては大切かなというふ

うに思っています。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） 少子化の問題もあろうかと思

いますけれども、地域との関わりが少なくなってい

るっていうことを教育長は感じられたということで

すね、分かりました。 

 それでは、２つ目の質問に移りたいと思います。 

○議長（馬場 衛） ２つ目ですね、どうぞ。 

○９番（楠 浩幸） もう少し踏み込んでコミュニ

ティ・スクールについてお伺いをしたいんですけれ

ども、今年、今年度からコミュニティ・スクールを

全校で開始をしたわけなんですけれども、どのよう

な成果が得られたのか、課題はあるかっていうよう

な問いかけなんですけど、１年ですぐ成果が出るも

のではないというふうな認識をしておりますので、

期待できる成果というふうに置き換えていただいて

も結構ですんでお伺いしたいと思います。お願いし

ます。 

○議長（馬場 衛） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） 御質問にお答えしたいと思

います。 

 今冒頭にあったように、こんな時期でなかなか本

当、地域の方と子供たちが接することができないと

いう場面も多かったりして、なかなか成果というこ

とが顕著に出てはいませんけども、期待するという

ような内容でちょっとお答えをしたいなと思います。 

 期待することとしては、学校と地域との連携は深

まっていくだろうということが挙げられます。学校

運営協議会委員の方に、学校のよさや課題について
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まず知っていただき御意見をいただく、こんな機会

が増えてきていると思います。 

 これまでも作物づくりや自然体験での講師、ある

いは職業体験での生徒の受入れ、地域の方々の協力

によって支えられてきました。 

 学校運営協議会委員の方々に学校における地域と

の関わりの必要性を知っていただくことで、より積

極的に学校教育に関わっていこうとする機運が地域

に広がっていくことを期待をしております。 

 課題としては人材の確保、やっぱりこれが一番難

しいのかな、いつも同じことを言いますがそう思っ

ております。地域の人・物・事に詳しくて、学校教

育に御理解と御協力いただける方を見つけることが

大変難しいというふうに思っております。また、ぜ

ひいい方があれば御紹介をいただければなと思って

おります。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） 期待できる成果として、地域

の皆さんからの意見を聞く機会が増えるんじゃない

かというようなことなんですけれども、これまで学

校評議員会というのは１年に各学期ですと３回でし

たか、今度コミュニティ・スクールになった場合の

この会合というのはどれくらい頻度が高まったんで

すかね、どうでしょう。 

○議長（馬場 衛） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） 学校評議員会というのは合

議体ではなくて意見を聞くということでありますの

で、何回という回はないですけども例えば参観会に

来ていただいたときに御意見をいただくとか、そう

いうふうな会議ではなくて意見を伺うというふうな

ことで、全体で集まってやるのは１回でいろんな意

見を聞くのは人によって何回か、参加された事柄に

よって違うかなというふうに思っております。 

 学校運営協議会のほうは少なくとも３回、３回は

少なくともやるようにということでお願いしていま

す。１回目を４月から５月、学校運営に関する基本

方針の承認をしていただく。２回目は中間の７月か

ら11月の間で学校運営に必要な支援の焦点化とか、

あるいは役割の分担だとか、あるいは支援策の見直

しだとかそういった事柄を中間でやる。３回目とし

て３学期の１月から２月にかけて学校関係者評価、

あるいは学校運営協議会の自己評価をして来年度へ

つなげると、これは少なくとも３回。必要に応じて

またその間に、必要があればやるというふうなこと

ですけども、３回は最低やるということです。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） 今教育長の答弁をお聞きする

中で、これまで学校評議会の学校運営っていうのは

校長先生の方針を確認をする場、これからコミュニ

ティ・スクールについては今３回会合が開かれて方

針を承認をする、承認と言うとかなり権限を持つよ

うな印象を受けるわけなんですけども、今まで聞い

ている、確認するだけのものに対して承認、役割が。

それから見直し、実施をした段階で見直しをして最

後に評価を、ＰＤＣＡのサイクルを学校運営の中で

回していくっていうふうな理解なんですけども、承

認っていうところが結構重たい仕事だなっていうふ

うに思うわけなんですけれども、コミュニティ・ス

クールのメンバーの皆さん、そして学校の運営側、

学校管理者の皆さんがそういった今教育長がおっし

ゃっていただいたことがコミュニティ・スクールの

目的ですとかそういうものが、語弊があってはいけ

ないですけども正しく各学校に、地域に伝わって理

解をされているのかなっていう検証はどうでしょう

か。 

○議長（馬場 衛） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） 検証のほうですけども、ま

だ実際には今年４月から実施され始めたので、まだ

検証までは行っていませんけども、なかなか初めて

入る方が承認、今までのことは分からなくて承認っ

てなかなかできないと思うんですよね、だから一歩

一歩それに向かって、最終的にはこういうふうな形

にしたいというふうに思っております。まだまだ途

上の段階だと思います。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） 私も全ての学校を回ったわけ

ではないんですけれども、何校かお話を聞いて回り
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ますと、実際に実務を行っておられるコーディネー

ターさん、それから学校管理者さんで、学校でかな

り温度差を実は感じたんです。その温度差ってどう

いうことかなっていうことですと、やっぱり教育委

員会のほうから、センターのほうからそういう役割

だとか認識というものをしっかりと落とし込んでい

けているのかなっていうふうに思ったんですけれど

も、この学校運営協議会を開始するに当たって学校

だとかそういった地域にはしっかり説明がされたの

かなってちょっと思ったんですけど、どうでしょう

か。 

○議長（馬場 衛） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） おっしゃるとおりで本当に

あれなんですが、実は学校評議員会のときには全員

５人各学校にいますので、その方を一堂に集めてど

んな仕事をするんですよいうのを午後集めて研修会

のような形でお話をして辞令をお渡ししました。と

ころが今この時期で、なかなか人と集めるというこ

とはできないもんですから、校長研修会だとかいろ

んな研修会の中で一応こういうふうにやるんだよと

いうようなことは去年もおととしも各学校へ投げか

けていますけども、やっぱり地域コーディネーター

の慣れ具合って言うんですか、経験値によってもま

た多少違うだろうし、またこの状況が収まれば一度

全員集めてやっていきたいなというふうにも思いま

すし、毎年３月に一応地域コーディネーターを集め

て年間でどんなことを各学校でやりましたかってい

うやった事柄の情報交換をやっていますので、そん

なところで意見交換をしながら、またそれぞれの学

校に刺激を与えながら一歩一歩行きたいなというふ

うに思っております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） コロナっていう環境下の中で

スタートを切ったっていうのは、かなり大変だった

んじゃないかなっていうふうに現場のほうも思って

おりますし、センターの教育委員会のほうでも苦慮

されていたというふうなことですね。 

 今教育長がおっしゃっていただいた人材の確保・

育成が課題だよっていうふうにおっしゃっていただ

いたんですけれども、やはりお話を聞いてみるとや

っぱり経験が５年お持ちの方があったり、今年初め

てやったんだわっていう方もいらっしゃったり、や

っぱりコーディネーターさんの中でも、今年の３月

でしたっけ、コーディネーターさんの情報共有のよ

うな形を取っていただいたっていうふうには聞いて

おりますけれども、もう少し情報共有の場があって

もいいのかなというふうに思うのが一点と、あと人

材の確保ですけれどもやはりなかなかいらっしゃら

ないと思うんですよね、そういった意味では人材を

見つけて育てるっていう機能がやはり教育委員会、

センターとして必要じゃないかなというふうに思う

わけなんですけどもいかがでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） なかなかここが中心でいろ

いろ地域の方の人脈ですか、そういったものってな

かなか見えてこないところがあります。ですので、

一番近くにいる学校現場、学校現場はそういったこ

とが入ってくると思いますので、学校現場のほうで

いい方があればこちらへお話をしていただいて、教

育委員会からもお話をしたいなというふうに思いま

すし、育成という点ではなかなか教育委員会で集め

てっていうのはなかなかちょっとできていないもん

ですから、実はこれ県のほうで夏休みに１日かけて

学校・家庭・地域の連携推進研修会というのが県の

社会教育課でやっていただいています。こんな研修

会に参加をしていただきながら、湖西の地域だけじ

ゃなくて県内の各地域での取組、そんなのも聞きな

がらどんな問題点があるかとかそういったことを意

見交換をしながら、研修をこつこつ積んでいきたい

なというふうに思っています。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） だんだんと課題が明確になっ

てきたなっていうふうに思うわけなんですけれども、

やはり人材を発掘して育成するというのは、やっぱ

り地域に根差した活動が必要だということで、コミ

ュニティ・スクールもその一つの手段なのかなって

いうふうに思っているところでございます。 

 それでは３つ目の質問に入りたいと思います。 
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○議長（馬場 衛） ３番目ですね、どうぞ。 

○９番（楠 浩幸） ３番目の質問っていいますか、

ここでは先に結論からちょっとお話をさせていただ

きたいというふうに思っております。 

 今まで教育長が地域コーディネーターの人材の確

保ですとか人材育成については、なかなか困難だよ

っていうような課題を共有したわけなんですけれど

も、今回の一般質問の主題でございますコミュニテ

ィ・スクールと地域学校協働活動というのは、一体

的な推進、学校教育課が進めているコミュニティ・

スクールとそれから地域コーディネーターさんとい

うのは湖西市ではスポーツ・生涯学習課が担当され

ていて、物理的に距離も離れているしどういうふう

なお話合いでコミュニティ・スクール、地域との連

携について情報共有をされているのかなというのが

ちょっと分からないところではあるんですけれども、

この一体化を進めるに当たって統括した、なので地

域コーディネーター、コミュニティ・スクール、学

校運営協議会等と統括をするコーディネーターの設

置を提案したいというふうに思っています。これは、

国のほうからも来年度の概算要求のほうでそういっ

たコーディネーターをつくってはどうですかという

ような御提案もあるかと思いますけれども、先日、

実は副議長からも冒頭挨拶であった議会報告会がご

ざいました。その中で、コミュニティ・スクールと

地域コーディネーターの位置づけが、ポジショニン

グがよく分からないんですわというような意見があ

ったんです。ですので、これらを統括するという意

味合いで地域コーディネーター、統括できる地域コ

ーディネーターの設置を提案をしたいと思うわけな

んです。 

 コミュニティ・スクールと地域学校協働活動、い

わゆる地域コーディネーターの目的、役割、そして

位置づけを湖西市としてどのようにお考えになって

いるのか伺いたいと思います。 

○議長（馬場 衛） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） 結論から申しますと、設置

をしたいと思うんですけどもなかなか、先ほども市

内全部を見ていただけるような人材がいないという

ふうに今思っているもんですから、もしそういう方

がいらっしゃればまたお願いをしたいなというふう

に思います。 

 地域学校協働活動は、地域住民が学校の様々な活

動に対して支援を行うことで、円滑な学校運営を図

るとともに、地域住民にとっても地域の連携の強化

や生きがいづくりに資することを目的とした地域と

学校との協働関係を構築する仕組みだと思っており

ます。学校と地域の効果的な連携・協働を推進して

いくことによって「社会に開かれた教育課程」これ

を実現していくためにはコミュニティ・スクールと

地域学校協働活動が連携をして双方向で機能するこ

とが望ましいと考えております。例えば、地域学校

協働活動推進委員が学校運営協議会の委員になるこ

とで、地域の人・物・事とのつながりを強固にし、

学校教育目標を具現化することができるようになる

と考えております。 

 議員がおっしゃったように、地域学校協働活動推

進委員を統括するコーディネーターがいることが望

ましいというふうに考えておりますが、現実として

人材を確保することが難しくて配置できていないと

いうのが現状であります。 

 もう一点いいですか、先ほど地域支援コーディネ

ーターと学校協働活動推進委員の違いが分からない

と。 

○議長（馬場 衛） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） 学校運営協議会、コミュニテ

ィ・スクールのメンバーとしての役割と、地域コー

ディネーターとしての役割、その両方をかけもちを

されている方の御意見だったんですけども、ポジシ

ョンがよく分からないというようなお話でした。 

○議長（馬場 衛） 教育長よろしいですか、お願

いします。 

○教育長（渡辺宜宏） 今、実は両方兼ねている方

が１名市内にはいらっしゃいます。それはスムーズ

にその学校、コミュニティ・スクールで話し合った

事柄を直に地域へ下ろしていけるというようなとこ

ろはあると思っております。 

 この地域コーディネーターというのとこの推進委

員とのあれですけども、先ほども言いましたけども

スポーツ・生涯学習課が支援員を担当して、コミュ
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ニティ・スクールのこっちは学校教育課が担当して、

本当に国のあれかなと思うんですが、社会教育課が

社会教育法によって成り立っているのと、文部科学

省で成り立っていることで呼び方は違うんだけど内

容的にはよく似ているということだと思っています。 

 実は、地域コーディネーターというのは、平成22

年に湖西市に入ったと思います。平成22年に置かれ

ました。これは何で覚えているかっていうと、これ

は県の社会教育課が進めていたことで、湖西市で受

けてくれないかって言われて、私、白須賀中学校の

校長のときに受けたんです。何をやるかっていうと、

学校の敷居が高い、学校に入りにくい、その当時ね。

学校へ地域の方が入りにくい、だからそういう垣根

を少しでも低くするように地域コーディネーターを

置いて学校のこと手伝いに来てもらいなさいよ、お

金は全部県で払うのでやってみたらということで、

そんないいものがあったらやろうかなということで

進めたので、平成22年度だと思います。これが入っ

てきたのが。湖西市に入ってきたのは平成22年。そ

ういうふうな形で進んできてある程度学校へ入って

こられるようになりつつあったところへ、今言った

コミュニティ・スクールが入ってきて、そのコーデ

ィネーターをやっていらっしゃる方が中に入って、

さらに一歩進めていただいているという段階だと。

だから、その当時から長くやっていらっしゃる方は

それがスムーズに行っているんですが、この一、二

年、特に今年からやった方だと何やればいいのかな

って迷っているところは多いかなっていうふうに思

っていますので、また相談には乗っていきたいと思

っています。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） ぜひ、確認ですけれどもやは

りコミュニティ・スクールとそして地域コーディネ

ーターの役割というのは、目的は一緒なんだけれど

も統括する国の部署が異なっているだけで、やっぱ

りやっていくことと目的は一緒っていうことが一つ

と、あともう１点なんですけども教育長がおっしゃ

っていただいたように地域コーディネーターさんが

学校運営協議会、いわゆるコミュニティ・スクール

のメンバーに入ることが望ましいっていうことをお

っしゃっていただけたんですけども、今後の各学校

の展開についてもそういったような指導もしていた

だけるでよろしいでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） お話はしていきたいと思う

んですがやはり経験度っていうのかな、その地域の

知っている度合いとかそういったものもありますの

で、全てがすぐには入るとは思いませんけれども、

慣れてきたところでそういう話合いに出て、直結し

て地域へ入っていけるような形が取れたらなという

ふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） この質問、３問目の質問をち

ょっとまとめますと、人材がいれば統括地域コーデ

ィネーターの設置も検討をしていただけるというこ

とと、あと地域コーディネーターさんが学校運営協

議会のメンバーに入ることが望ましいということ、

この２点確認をさせていただきたい、それでよろし

いでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） いいです。 

○議長（馬場 衛） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） かなり成果物が出てきたので、

最後の４つ目の質問に移りたいと思います。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○９番（楠 浩幸） 実はここが大変重たい質問に

なるかと思います。部活動の地域移行について、な

かなか認知がまだされていないような状況だと思い

ますけれども、冒頭に申し上げましたとおり国のほ

うから学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り

方等に関する総合的なガイドライン、えらい長いん

ですけれども、いわゆる今学校で行っている部活動、

先生方が顧問になられて土曜日も日曜日も遠征につ

いていくというようなことを運営がされているけれ

ども、これを休日はとりあえずなしにしましょうで

すとか、行く行くは放課後の部活動も地域のクラブ

活動に移行していこうというような方針が出されて

まいりました。 
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 湖西市の実情と課題・方策についてお伺いをしま

す。よろしくお願いします。 

○議長（馬場 衛） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） お答えをいたします。 

 部活動地域移行については、スポーツ庁あるいは

文化庁から令和７年度末、だから令和５、６、７年

ですね、来年度から。３年間をかけ、令和７年度末

に向けて部活動地域移行を進めるとした提言が出さ

れたところであります。 

 国や県あるいは他市町の動向など情報収集を進め

ているところであります。本市は、ジュニアスポー

ツとして実は野球だとか柔道とか陸上競技、こんな

ものを地域の指導者に生徒が教えていただく機会を

設けております。 

 令和５年度には学校関係者、スポーツ協会、スポ

ーツ推進委員などの関係する方々と休日の部活動の

地域移行について検討していく協議会を立ち上げて

いきたいというふうに考えています。 

 協議会では、本市の実情をつかむために協力して

いただける個人や団体がどれくらい存在するのか、

あるいは生徒や保護者はどのような意識を持ってい

るのかこんなところを調査して、子供たちにとって

一番いい方法、これを考えていきたいというふうに

思っております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） 来年度に湖西市もクラブ活動

の社会化、地域移行化について協議会を立ち上げる

ということなんですけども、主催は教育委員会でよ

ろしかったですか。 

○議長（馬場 衛） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） 教育委員会の中に置きたい

というふうに思っています。 

○議長（馬場 衛） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） その協議会のメンバー、今教

育長がおっしゃっていただいたんですけれども、や

はり地域のことをよく知っている方に入っていただ

くっていうことと、学校教育に精通されている方が

協議会のメンバーに入っていただく。この協議会に

ついては来年度、令和５年度である程度の提言を求

めるような協議会っていう考え方でよろしいでしょ

うか。 

○議長（馬場 衛） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） 一応子供あるいは保護者、

あるいはやっていただける団体そういったもの、あ

るいは先生方の意向、そういったものを全てアンケ

ートで洗い出しをして、どんなことが可能かいうこ

とをそこで協議していきたいというふうに思ってい

ます。できるものから移行していくということです。 

○議長（馬場 衛） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） 協議会として、並行して各学

校でやはり直接、今でも生徒さんが望む部活動が自

分の学校になくて、近隣の学校と合同でクラブなん

かも運営をされたりしている競技ですとか、学校も

あるっていうふうに聞くわけなんですけれども、協

議会で話をされるのもとても大事なことなんですけ

どもコミュニティ・スクール、各学校にあるコミュ

ニティ・スクールで協議をされるっていうことはあ

まりないんですか、どうですか、この辺はどうなん

ですか。 

○議長（馬場 衛） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） その結果を教育委員会で一

括して集めますので、それぞれの学校ごと結果は出

るかなというふうに思いますので、それを使って実

際の自分の地域の状況、そんなものも話し合っても

らうというのも一つの案かなというふうに思ってお

ります。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） やはりコミュニティ・スクー

ルの本当に大きな役割の一つだと思うんです。そう

いった意味では、さらなるコミュニティ・スクール

の充実を図っていただきたいなっていうふうに思う

わけなんです。 

 心配なのはやっぱり学校マターで話が進んでいっ

てしまうと、やはり学校間で格差みたいなものが広

がったりですとか、そうしたときにやっぱり生徒さ

んとか保護者に対しての負担が増える部分があった

りすることがあると思うので、それは細かく共有を

していただきたいなと思うんですけれども、その辺
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りの進め方についてはどうでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） これから進めていく段階に

なってくると思いますけども、なるべく保護者には

負担がないような形、あるいは子供にも負担がない

ように、そんな形で協議会の中で話合いできたらな

というふうに思っております。 

 どのぐらいの子供が、実際、土日に部活をやりた

いって言ってくれるかっていうこともありますし、

どのぐらいの先生が俺も部活やりたいって言ってく

れるかも分かりませんし、地域のスポーツ団体の方

がそれなら俺やるよって言ってくれる方もいるかも

分かりません。だから、そこらがまだ皆目見当つか

ないもんですから、ここで何とかっていう結論は出

せませんけども、ある程度教育的配慮の中でやって

いただきたいな、勝ち負けを優先して、今問題にな

っているような言葉遣いが悪くなったりそういうよ

うなことがなく、教育的な指導ができるような方が

いらっしゃればなというように思っております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） そうですね、ここでやっぱり

地域性っていうのが地の利を生かした部活動、例え

ば白須賀なんかですと海が近い、サーフィンをやっ

ている人もいればスケートボードをやるような人も

いれば、地域の中にはいろんなスポーツ、サーフィ

ンもスケートボードなんかもオリンピックの競技に

なったりしているところなので、競技人口も増えて

きているっていうふうに思うわけなんです。そうし

たときに、今までの既存の部活動にとらわれずに広

い見地を持って話ができるようなコミュニティ・ス

クールであったり、これから設置をされるであろう

協議会でもお話をしていただきたいなというふうに

思うわけなんですよ。 

 なので結論から申し上げますと、各学校において

もコミュニティ・スクールの中でこの部活動の社会

化っていうのもしっかりと協議をしていただきたい

ですし、その各学校の情報をこのセンター、教育委

員会主催の協議会の中で情報共有をしながら、もし

かすると講師を一つの学校にとらわれずに回ってい

ただくっていうようなことも可能になるかなってい

うふうに、ですのでオール湖西でこの難局に立ち向

かっていただきたいなっていうふうに思うわけなん

ですけどもいかがでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） この問題は、学校だけでと

ても解決するということではないと思っています。 

 そもそもこの問題が出てきたのは、一番表面には

先生の働き方改革とよく言われていますけども、そ

れと同時に学校の部活動が成立しなくなってきた、

だからいろんな地域で一つの部活動をやっていかな

いと、子供は試合もできませんよっていう両面があ

るんじゃないかなというふうに思っていますので、

１つの学校の中でとても解決はできないと思ってい

ますので、オール湖西で考えていきたいと思ってお

ります。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） ぜひ、そういった形で進めて

いただきたいというのと、あとやはり校区を移動す

るっていうことになりますと移動の手段であったり、

もしくはクラブチームであれば会費を負担するよう

なことも発生するかも分かりませんよね。今部活が

基本的に無料で指導を学校の先生にいただいている

ことが多いかと思うんですけれども、今度、地域化

したときには講師に講師料を払っていくとか、クラ

ブチームに所属すればその入会とかお月謝みたいな

ものを負担をしなければならない、先ほど今教育長

がおっしゃっていただいたように、やっぱり生徒や

保護者の方に金銭的な負担も少ないように進めてい

っていただきたいなっていうふうになると、また教

育委員会のほうでまた予算化っていうこともまた検

討されるようになるかと思いますけども、その辺は

やはりその用意も協議会の中でしていただけるでよ

ろしいですか。 

○議長（馬場 衛） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） 用意というかそういう話合

いはしていくかなというように思います。 

 今、ジュニアスポーツっていうのがいい見本かな

というふうに思っています。ジュニアスポーツは
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500円を出して保険に入ったりしてやっているとい

うふうな形ですけども、そういうふうな形で何とか

市も加わりながら部活動ができていけばなというふ

うに思っております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） そういうふうな課題もあるっ

ていうことを認識を共有させていただいたというこ

とで了解をいたしました。 

 ちょっと長めで恐縮だったんですけれども、これ

から本当に３年間という短い期間の中で部活動、ク

ラブ活動の地域化移行に向けて取り組んでいくって

いうことを、やはりしっかりと保護者、生徒さんは

もちろんですけども生徒や保護者、地域の皆さんに

できるだけ早く周知をしていただいて、地域の協力

を仰ぐという姿勢が必要だと思うんですけれども、

その辺りはいかがでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） 各学校、中学校の新入学の

生徒に説明会があると思うんですが、その中でこの

ような話は校長会のほうで今度新入生にはしていく

ということですので、子供と親御さんには、実際１

年生で入ってくる子は部活をやっていませんので、

一体何を言っているかよく分からないかも分かりま

せんが、そういうふうに今動いているんだよってい

うことは知らせていきたいというふうに思っていま

す。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） 私も保護者の方と話す機会が

あって、こういうような情報を少しずつ情報展開を

しているところなんですけれども、やはり今小学生

のお子さんを持つ保護者の方については、やっぱり

心配をされているところですので、早い段階で情報

展開をよろしくお願いをします。 

 以上で、私のほうからの一般質問を終わりたいと

思います。ありがとうございました。 

○議長（馬場 衛） 以上で、９番 楠 浩幸君の

一般質問を終わります。 

 次に、18番 二橋益良君の発言を許します。 

  〔18番 二橋益良登壇〕 

○議長（馬場 衛） それでは、18番 二橋益良君。 

○18番（二橋益良） 18番 二橋益良。今回は市民

意識調査を今まで実施していただいて、その結果を

もって少し質問させていただきたいということであ

ります。 

 令和４年度市民意識調査結果が10月11日に企画政

策課より公表がありました。今後の市政運営の参考

となる要になり、湖西市にとっては社会指標となる

結果であると思います。調査においては、若年層

（29歳以下）の回答の割合を増やし、インターネッ

ト回答率は昨年度より1.8％上昇し、6.1％となりま

した。全体では、16歳以上の市民から無作為に

1,500人を対象に実施し、回収率は昨年度より0.8％

上昇し、47.8％となりました。 

 行政運営には社会指標が重要であり、市民満足度

の向上が目標であることにはほかならないものであ

ります。真摯に受け止め、反映させなければなりま

せん。市民とともに行政が向き合い、改善努力こそ

運営指針ではないでしょうか。そのためにも思い当

たる項目から質問をさせていただきます。 

 質問の目的でございますが、市民意識調査の結果

は湖西市の現状であることとまちづくりの評価を問

うものだと思い質問させていただきます。以下にお

いては、意識調査の設問項目別に順次質問させてい

ただきますので、よろしくお願いいたします。それ

では１番からお願いします。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○18番（二橋益良） 「湖西市は住みやすいまちだ

と感じますか」についてでございます。まず初めに、

令和２年度から「どちらともいえない」という項目

を増やしたのはなぜでしょうか、お聞きします。 

○議長（馬場 衛） 登壇して答弁をお願いいたし

ます。企画部長。 

  〔企画部長 小林勝美登壇〕 

○企画部長（小林勝美） お答えします。 

 令和２年度の市民意識調査は、現行の計画であり

ます第６次総合計画策定の指標とするため、平成27

年度に実施した第５次総合計画の中間見直しのため

の調査と比較ができるよう、令和元年度の調査から
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選択肢の一部を変更させていただきました。 

 「どちらともいえない」という選択肢は、傾向を

分かりやすくするために平成28年度より選択肢から

一旦外しておりましたが、令和２年度は平成27年度

調査との選択肢の整合性を重視いたしまして追加を

したものでございます。令和３年度以降は、経年変

化を引き続き把握するため選択肢に残しております。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 二橋益良君。 

○18番（二橋益良） 今御説明があったとおり、そ

れは分かるんですけども設問っていうのはある程度

改善をしながら、やはりその現状に合った設問が一

番正しいかなと思いますけども、ただ設問がそのま

まで「どちらともいえない」とか、要するに傾向を

見るためのアンケートだと思います。アンケートと

いうか意識調査だと思いますので、どちらかを選択

するほうが本当は見やすいかなと思います。 

 こういうふうに項目を変えてくると、経年的な比

較が非常に難しくなるということの弱点もあるんじ

ゃないかなと思います。ここら辺、今後どのように

お考えでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 企画部長。 

○企画部長（小林勝美） お答えします。 

 議員おっしゃるとおり、やはり「どちらともいえ

ない」という中間的なことがあると、いいのか悪い

のかというものが不明確になりがちだと思いますの

で、この辺は基本的には真ん中の「どちらともいえ

ない」というような回答は、基本的には減らしてい

きたいなとは思っています。ただ、やっぱり設問と

いいますか設問次第でそういった項目も残してもい

いのかなというふうにも思っておりまして、今回の

住みやすさというところでは、例えばこれ湖西市の

特徴かもしれませんが、一時的に転勤で数年だけ湖

西市に住むという方もいらっしゃると、たまたまそ

の方に質問が行ったときには判断ができにくいとい

うこともあろうかと思いますので、今回「どちらと

もいえない」というのが残っております。 

 ％としては、やはり１割以下といいますか、大き

く住みやすいとか住みにくいのほうには寄っていな

いということなので、今回これにつきましては、後

の質問のほうもありますけど、今回これについては

「どちらともいえない」ということを残していると

いうことでございます。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 二橋益良君。 

○18番（二橋益良） その設問のやはり特徴もある

かと思いますので、無理にとは言いませんがやはり

傾向を見るためにはどちらかの選択が一番いい方法

かなと思います。 

 それでは、②のほうに行きます。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○18番（二橋益良） 令和２年度から「大変住みや

すい、どちらかといえば住みやすい」の割合があま

り変わっていないというふうに受け止めております。

どちらかといえば減少ぎみであるということをどの

ように捉えているのかお聞きします。 

○議長（馬場 衛） 企画部長。 

○企画部長（小林勝美） お答えします。 

 令和３年度の市民意識調査は、世帯ごとの回収率

を考慮して、先ほど議員からも御紹介ありましたが

若い世代の御意見をより多く聴取できるように、16

歳から49歳の調査票の送付する割合を増やしてござ

います。このため、令和２年度以前とは回答年齢の

割合が変化をしておりまして、単純には経年比較が

できないのかなというふうには考えております。 

 令和４年度は令和３年度と比較すると、「大変す

みやすい、どちらかといえば住みやすい」を合わせ

た住みやすい割合が0.1ポイント上昇しております

が、住みやすい理由の上位３つ、自然環境に恵まれ

ている、住み慣れていて愛着がある、犯罪が少ない

は令和２年度以前から変化をしていないということ

から、市民の意識はあまり変動はないものと捉えて

おります。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 二橋益良君。 

○18番（二橋益良） なかなかここの捉え方も難し

いかも分かりませんけども、一応今の時点ではどち

らかというとよいほうの傾向が強く、あんまり変わ

っていないということに捉えるべきだなとそんなふ

うに思いますけども、ちょっとその下の③の設問で、
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これについてちょっとそれと連動して質問したいと

思いますけどよろしいですか。 

○議長（馬場 衛） ③も含めてですね、どうぞ。 

○18番（二橋益良） 「住みにくい、どちらかとい

えば住みにくい」という項目が増加傾向であり、両

方を合わせた割合は19.4％でありました。例えば、

今年度ではないが、参考のためにこの近隣の袋井市

をちょっと比較してみました。令和３年度ではあり

ますが、同様の調査項目における割合は7.4％であ

り、この点については住みにくいという割合が非常

に湖西市では高いなということでありますけども、

そこら辺はどのように捉えていますか。 

○議長（馬場 衛） 企画部長。 

○企画部長（小林勝美） お答えします。 

 近隣市におけます令和３年度の「住みにくい、ど

ちらかといえば住みにくい」と感じる割合でござい

ますが、多少ちょっと市町によって設問が若干違う

んですが、私たちのほうもちょっと調べさせていた

だきましたら、浜松市については9.6％、磐田市に

ついては10.2％、掛川市については19.7％というふ

うになっております。 

 湖西市に「住みにくい」と感じる割合が高い要因

につきましては、医療サービスが充実していないこ

と、買物や外食が不便なこと、公共交通機関が不便

であること、悪臭が気になることなどでございます。 

 これらの市民の皆様からの御意見を踏まえまして、

現行の第６次総合計画におきましては重点施策を掲

げて改善に取り組んでいるところでございます。 

 具体的には、地域医療におきましては持続可能な

地域医療提供体制を確保するために、浜松市と連携

協定を締結し、医師の派遣、看護師の育成、助産師

の派遣などによる湖西病院の強化を進めているとこ

ろでございます。 

 また、公共交通におきましてはデマンド型交通の

いわゆるコーちゃんタクシーの市内原則全域化やＢ

ａａＳの取組、住環境におきましては畜産臭気対策

など地域課題に対し指標を掲げて取組を進めている

ところでございます。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 二橋益良君。 

○18番（二橋益良） 湖西市の特徴としては、やは

り工業のまちというかそこがすごく非常に特化して

いる、そのために湖西市以外の市外からの流入者が

多いということでもちょっと違いがあるかなと思い

ますけども、先ほど企画部長が言われるようにそう

いう項目はほとんど社会基盤の根幹に関わることだ

と、例えば医療とかあるいは住民に対する商業的な

要するにフォローアップとか、そういうことがもと

もと住みやすいっていう項目の中には一番重点に考

えているんじゃないかなとそんなふうに捉えますの

で、ここをどうするかということが一番大事なこと

かなと思いますけど、何か方策はございますか。 

○議長（馬場 衛） 企画部長。 

○企画部長（小林勝美） 湖西市としてはもう職住

近接ということで大きく目標を掲げていて、それに

向けて４つの大きな柱を掲げてそれぞれ取り組んで

いるということで、その各課におきましてＫＰＩ等

も設定して今後も進めていきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 二橋益良君。 

○18番（二橋益良） そうした意味で、設問の特性

っていうのは何が原因かとか、あるいは何が課題か

を見つけるほうがやっぱり行政施策として一番正し

いんじゃないかなと思いますので、これからぜひそ

ういう御努力をお願いしたいと思います。 

 それでは、大きな２番のほうの項目へ行きます。 

○議長（馬場 衛） 質問の途中ですが、開会から

１時間を過ぎましたので、ここで休憩を取りたいと

思いますが、二橋益良君よろしいですか。 

○18番（二橋益良） はい。 

○議長（馬場 衛） それでは、暫時休憩といたし

ます。再開は14時20分とさせていただきます。 

午後２時03分 休憩 

───────────────── 

午後２時20分 再開 

○議長（馬場 衛） 休憩を解いて会議を再開しま

す。 

 引き続き、18番 二橋益良君の一般質問を行いま

す。 

 主題１、質問要旨２番目からとなります。二橋益
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良君どうぞ。 

○18番（二橋益良） それでは、２番の項目に移り

ます。「子育て世代にとって住みやすいまちか」に

ついてでございます。 

 「思う、まあまあ思う」という項目が減少傾向に

あるが、総合計画における2024年度の目標値70％の

達成に向けて、どのように捉えているのかお聞きし

ます。 

○議長（馬場 衛） 健康福祉部理事。 

○健康福祉部理事（鈴木祥浩） お答えいたします。 

 市民意識調査における子育て世代にとって住みや

すいまちかとの質問に対して「思わない」と回答し

た方の自由記述意見を見ると、健康福祉部関係では

子供の遊び場、子供向け施設、遊具、子供の預かり、

地域による格差、障害児への支援というワードが出

てまいります。よって、目標達成に向けてはこれら

に関連する施策の推進と充実のために、行政として

できることから１つずつ前向きに対応していく必要

があると考えております。 

 なお、現在、子ども家庭課が取り組んでいる施策

の一例としては、市民の声としてよく聞く項目であ

る発達支援に関して、現在の状況の改善につながる

よう発達に課題があるお子さんへの支援強化に重点

を置いて、体制整備、事業内容の精査・検討を行っ

ており、関係各課と連携しながら事業展開を考えて

いきたいと思って調整しております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 二橋益良君。 

○18番（二橋益良） この2024年度の目標値ですね、

これ70％達成に向けてっていうこの数値っていうの

は、ちょっとどういう具合であれしたのか分かりま

せんけども、いずれにいたしましても令和４年度は

「思う、まあまあ思う」が53.9％であったというこ

とで、程遠い目標ではあるなって私は感じておりま

す。しかしながら、この子育てにつきましては過去

からずっと遡っていくとやはり当時はこの統計を取

った平成28年度ぐらいは、高齢者を対象にした事業

が多かったというのも一つの特徴じゃないかなと思

います。 

 今、数年前からシフトされてどちらかというと子

育て支援をやろうと、だけどその子育て支援を実は

裏を返してみると少子化、子供が少ないというのが

一つの特徴じゃないかなと思います。そうした少な

い、減少することにもつながるのが今言う子育て支

援ではないかなと思いますので、子供たちの要する

に減少をどう防ぐかっていうことも一つの課題かな

と。ただ、環境づくりして要するに住宅増やせばと

か、あるいは結婚する人じゃなくて人口増やせばっ

ていうような話じゃなくて、なぜ子供を産まなくな

ってしまったのかっていうことをこれから考える時

代になってきたかなと思います。本当に既婚者が非

常に少なくなり、どちらかというと結婚しない人た

ちが増えてきてしまっていると同時に、社会が煩雑

化して子供を育てるのに非常に育成しにくいと、で

すから面倒な結婚して子供つくるよりはっていうよ

うなそういう傾向になりがちかなと思いますので、

ちょっと長く話しましたがそういうことの視点で考

えたらどうかなと思いますけど、どうですか。 

○議長（馬場 衛） 健康福祉部理事。 

○健康福祉部理事（鈴木祥浩） 議員おっしゃるよ

うに出生率が低下していると、湖西市内でも生まれ

るお子さんの数がだんだん減少ぎみだということも

あります。それを上昇させるにはどうしたらいいか

という施策を打っていくということになるわけです

けれども、まずは若い世代に定住してもらってとい

うところになります。じゃあ、そのためにはどうし

たらいいかということになりますと、お子さんを産

んでからのケア、サービス等々が充実しているとい

うことが必要になると思いますので、その点もアン

ケート等の結果も見ながら行政として何ができるか

ということを考えながら、一つ一つ前向きに対応し

ていきたいということに尽きると思いますので、そ

のように進めてまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 二橋益良君。 

○18番（二橋益良） そこが喫緊の課題ですよね、

一応その項目は置きまして、次の②のほうです。 

 先ほどから言っていますこの総合計画における

2024年度の目標値70％というのは、どういう根拠で

この設定をしたのかちょっとお伺いしたいと思いま
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す。 

○議長（馬場 衛） 健康福祉部理事。 

○健康福祉部理事（鈴木祥浩） お答えいたします。 

 総合計画策定前の令和２年度に実施された市民意

識調査では、子育て世代にとって住みやすいと思う

という回答が13.4％、まあまあ思うが52.4％で合計

65.8％、思わないと回答した方の割合は2.9％であ

りました。この「思わない」という割合をゼロ％と

することを目指した施策を展開していくことで、そ

の結果、「あまり思わない、分からない」と回答し

た方々の満足度も「思う、まあまあ思う」へ変化す

ることを期待し、それらを合わせた満足度向上分を

５％弱と見込むものとして、2024年度の目標値を

70％と設定しております。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 二橋益良君。 

○18番（二橋益良） そういう比較をしますと、一

番問題なのはこの「思わない」これが令和２年度に

は2.9％、それから令和３年度には3.6％、令和４年

度には4.6％という上昇ぎみ、ちょっとこの「思わ

ない」という極端な意見がっていうか、それが増え

ているとこういうことでとても目標達成は非常に難

しいかなと思いますけども、この「思わない」って

いうのが増えている原因っていうのは何かございま

したら教えてください。 

○議長（馬場 衛） 健康福祉部理事。 

○健康福祉部理事（鈴木祥浩） 「思わない」理由

ですか、他の市町と比べるということもあるかと思

います。それと他の周辺、浜松市とか豊橋市と比べ

てサービスが湖西市ではやっていないサービスだと

かそういうものが近隣にあれば、そちらのほうがい

いという思いになると思いますので、そういう意味

で「思わない」が今ちょっと増えているということ

ではないかと思いますし、まだまだうちの湖西市の

施策として進みが悪いというふうに思いながら、

日々、施策を打っていきたいと思っておりますので

よろしくお願いします。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 二橋益良君。 

○18番（二橋益良） これ一概に言えませんけどね、

だけど増えている傾向にあるっていうことは、要す

るに如実にそこを表しているっていうことでまず捉

えないと、この要するに市民意識調査というのは傾

向を見てどうも数年間は増加しているなと、だった

らそういう手を打つかということが行政の政策だと

思います。そこはやっぱり真摯に受け止めて、やっ

ぱりこれからも改善していく必要はあるじゃないか

なと思いますので、何がどういう原因か、ここを捉

えることに終始徹していただければと思います。 

 それでは次に、３番です。 

○議長（馬場 衛） ３番ですね、どうぞ。 

○18番（二橋益良） 「生活の中で悪臭を感じるこ

とはありますか」。一番湖西市にとっては重要課題

だと思いますけども、このまず①での設問は令和３

年度から設問項目になっているが、湖西市にとって

重要な課題であるにもかかわらず、令和２年度まで

未調査だったっていうのは、この未調査っていうの

は何をどういうことで調査をしなかったのかお聞き

したいと思います。 

○議長（馬場 衛） 環境部長。 

○環境部長（石田裕之） お答えいたします。 

 臭気対策は、本市の定住促進を図っていく上で大

変重要な課題であるということは議員と共通の認識

でございます。 

 令和２年度以前の状況につきましては、市民意識

調査の調査項目の中の住みにくい理由、こちらの選

択肢の一つとして設定させていただき、数値の推移

を確認してきております。 

 また、令和３年度以降につきましては、令和２年

度に第３次湖西市環境基本計画の策定のためのアン

ケート調査で、臭気の現状について確認いたしまし

たことから、それ以降、事業成果を確認するために

市民意識調査においても設問として１つ加えさせて

いただいて、設定させていただいているということ

でございます。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 二橋益良君。 

○18番（二橋益良） 理由は分かります。しかしな

がら、私は本当に言いたいのはこの臭気の問題につ

いては10年来、15年来の要するに湖西市の喫緊の課
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題であったかなと思います。しかしながら実際、市

民意識調査の一つの項目にしたのは令和３年度にな

ってからなんですので、この間、本来なら喫緊の課

題ならちゃんとした調査項目の一つに入れて、しっ

かりと見なければいけなかったかなと思いますけど

も、そこら辺はどんなふうに見ますか、お聞きしま

す。 

○議長（馬場 衛） 環境部長。 

○環境部長（石田裕之） お答えいたします。 

 確かに以前は「住みにくい」理由の中の細かな設

問の中に悪臭が気になるという項目で意識調査の数

値管理をずっとしておりまして、その値としても毎

年20％から25％、28％の範囲内でずっと推移してい

るということで、こちらは長年継続して把握してお

りました。やはり最近では、様々な臭いに対する施

策を講じる中で、やはり市民意識調査には「独立し

た生活の中で悪臭を感じることがありますか」とい

う項目をしっかり明確に出した上で、正確確認をす

る必要があるということを令和３年度から考え方を

変えて、しっかり調査していこうというふうになっ

たものでございます。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 二橋益良君。 

○18番（二橋益良） ですから、喫緊の課題である

にもかかわらず、こういう状況だったということは

やはり行政として反省の点があるんじゃないかなと

思います。 

 それで、②のほうに移ります。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○18番（二橋益良） 令和４年度には、じゃあ令和

４年度を見てみようかということで表を見ますと、

全体の70.7％が「ある、ときどきある」を示してい

るというこういう状況をどう捉えておりますか。 

○議長（馬場 衛） 環境部長。 

○環境部長（石田裕之） お答えいたします。 

 アンケートに御回答いただいた約７割の方が、市

内において悪臭を感じているということにつきまし

ては、本市における移住定住していただくことに対

しての大変大きな課題であるというふうに認識して

おります。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 二橋益良君。 

○18番（二橋益良） そうした意味でも、職員によ

るモニターの展開をやってきたわけでございますけ

ども、最近この公表が全くなくどういう状況かちょ

っと分かりませんけども、この職員によるモニター

についてどのようにお考えですか。 

○議長（馬場 衛） 環境部長。 

○環境部長（石田裕之） お答えいたします。 

 職員の臭気モニタリングにつきましては、過去を

遡りますと平成25年度ぐらいからずっとやっており

まして、最初は平成29年度までは市職員30名から40

名の方にお願いして、自宅で朝晩、臭気確認をして

いただくという取りまとめをしておりました。ただ、

それですと昼間自宅にいないといったことから、平

成30年度から現在に至っては全職員がモニターとい

う意識を持っていただいて、環境課のほうにそうい

った臭いを感じたときには報告いただくというよう

なモニタリングを実際進めております。 

 市民モニタリングといった部分は令和２年度から

スタートしておりまして、14名のモニターさんにお

願いして、市内の皆様方から毎日３回の測定を毎月

報告いただいております。 

 実際、情報提供といたしましては市民の皆様に御

協力いただいた臭気モニタリングにつきましては、

本市のウェブサイトにおいて情報提供をさせていた

だいております。職員におけるモニタリングの結果

については、職員向けの掲示板に掲げさせていただ

いているというような実情でありまして、市民モニ

タリングにつきましてはウェブサイトで情報公開さ

せていただいておりまして、湖西市内に移住を考え

ている方から環境課に問合せがあったりとか、その

データを見て問合せがあったりだとかっていうよう

なことで、実際ウェブサイトに掲出したことによる

効果っていうのは若干出ているのかなというふうに

は思っております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 二橋益良君。 

○18番（二橋益良） 非常に残念なのは、せっかく

職員がやり出して、職員が要するにモニターになる
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っていうことはこれ重要なことだと思います。市民

が苦を感じていることをやっぱり職員が同じ感じ方

をする、ここが共有する一つの、一線を一緒にする

ということが大事なことであって、成果がどうだっ

ていうことよりも皆さんで一生懸命やりましょうよ、

職員共々っていう意識をやっぱり住民にも知らせて

やる必要はあったかなとそんなふうに思います。ま

た今後ちょっとその対策をお願いしたいと思います。 

 それでは③のほうね。 

○議長（馬場 衛） ③ですね、どうぞ。 

○18番（二橋益良） それには反面、生活の中で悪

臭を感じる人の割合は多少減少しているようではあ

るものの、総合計画における2024年度の目標値

63.6％を達成するには、もっと踏み込んだ対策が必

要だなと思います。 

 一応達成したりしていないところもありますけど

も、大体この63.6％の数値をどういうふうに設定し

たか分かりませんが、これからも続けていかなけれ

ばならないのと同時に、何でもそうだけどもちゃん

と目標を持つことによってどれだけ努力がなされる

かというところが大事なところでございますので、

もっと踏み込んだ対策についてちょっとお伺いした

いと思います。 

○議長（馬場 衛） 市長。 

○市長（影山剛士） お答え申し上げます。 

 議員のるるおっしゃることごもっともで、別に今

始まった話ではなくて昭和の時代からといいますか、

ずっとその臭気に関しては言われてきながら、また

環境の変化があって宅地だとか工場が造成されるこ

とによって山が切り開かれて、さらに人の住んだり

集まるところに臭気が、山がなくなったことで到達

しやすくなったというのはこの時代とか環境の変化

もあろうかと思っています。その中で、やはりどう

やってここに働いたり住んでいただくためにするか

というのは、不断にやっていかなければならないと

いうのはおっしゃるとおりだと思っております。 

 先ほど、平成二十何年とか令和の何年からこうい

う数字だとか取組のお話、またモニターのお話いた

だきましたけれども、もちろんこれまでも取り組ん

で、先ほどのモニターもやっぱり市民のモニター、

職員のモニター、また県の協力も得ながらやはり市

だけでなかなか予算面だとか、研究開発面でも届か

ないところもありますので、中小家畜研究センター

なんかにもお願いしたりですとか、県の補正予算で

畜産事業者専用の補助金なんかもつくってきていた

だいたりをしていて、そういった特にやはり中小家

畜研究センターなんかには専門家のアドバイザーに

入ってもらってアドバイスをいただいているという

のもありますし、市としても令和３年度、昨年度か

らですけれども庁内横断的に一つの、例えば環境部

だとか産業部だけではなくて横断的なプロジェクト

チームという形で、これはやはり市として行政が一

丸となって進めていかなければならないと、そして

それはぜひ、今議員のおっしゃるとおり数字に反映

していかなければいけないというふうに思っており

ます。 

 直近の取組でいくと、やはりまずは今までも全部

の事業者さんに対してというものが、悉皆的な調査

がなかったというものもありました。それがだから

やはり断片的な調査だけだとか感覚的な、この辺で

「臭う」とか「臭いやすい」というものがあったも

んですから、令和３年度、昨年と今年、令和４年度

と両方とも全事業者さんの事業所といいますか、豚

舎に入らせていただいて臭気のモニタリングはさせ

ていただいています。これはもう継続していって、

どこでどんなときに臭うのかというのは数字的に、

また科学的に分析を続けていかなければいけないと

思いますし、さらにそこは専門家も交えながらじゃ

あどんな対策が必要なのかということを進めていく、

それが今回ちょうど11月24日に発表させていただき

ましたけれども、民間の企業の方々のお力もお借り

してということで、みらいのこさい調査事業に浜名

湖電装さんから御提案をいただいて、またキャノン

マーケティングジャパンさんの脱臭装置、次亜塩素

酸を使って脱臭装置を使っていただくということも

連携協定を結ばせていただきました。既に、令和３

年度の時点で、湖西市内の事業者さんにこのキャノ

ンさんだとか、県の中小家畜研究センターが実証実

験を行っていただいていますし、次亜塩素酸で臭気

が低減をする、外に出る臭気が相当少なくなるとい
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うような結果も出ていますので、さらにこういった

今回、浜名湖電装さんの自動噴霧のセンサーなんか、

モノづくりの企業の知見も活用していただくという

ことで、さらにこの技術を組み合わせて、今回、協

定に基づいて実証実験を行っていって、この臭気、

臭いの指数が下がっていけば、そうすればそれを横

展開をしていって、できれば市内の全事業者さんの

ほうにこういった装置を取り付けていくといった形

で臭気を減らしていく、なくしていくことに近づけ

るということをこの実証実験から進めていきたいな

というふうに思っております。 

 幸いこういったものは、畜産の事業者さんも協力

的で、全事業者さんに御出席いただいて令和３年度

から様々意見交換、定期、不定期に意見交換させて

いただいて僕のほうも出席させていただいています

ので、そういった行政と企業の方々と畜産事業者と

これは一体となって取組を、実効性を持つ取組を進

めていかなければいけないと思っていますので、先

ほど申し上げたプロジェクトチームを中心に、県だ

とか事業者とか一体となって取組を進めていって、

できれば数字でまずは臭気の数字、そして二橋議員

おっしゃるような市民アンケートとか市民のお声か

らもそういった臭いの低減といいますか、パーセン

テージが下がっていくというのか上がっていくとい

うのか、そこが効果が測定できるといいなというこ

とで、この推移をぜひ見守っていただければという

ふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 二橋益良君。 

○18番（二橋益良） 過去には、民間を交えた試行

的なこともございましたけども、今回、今市長が言

われるように本格的にこの民間企業を利用して、本

格的にやり出したなっていうふうにはちょっと見え

ます。 

 いずれにいたしましても、臭いっていうのはゼロ

にはならない。だけども、一番私が常に言っている

のは「去年よりも今年のほうがちょっと臭わないよ

ね」とか「ちょっと変わったよね」っていうこの変

化が、やっぱり市民に対する証じゃないかなそんな

ふうに思いますので、今やっている事業で減ってい

ないということは今の事業が適格ではあるが効果が

あまり出てない。だから、サッカーでいうと今は守

りの時期だ、これからシフトして今は攻めるとこう

いうような変化をつけることによって、要するにこ

こはもう喫緊の課題じゃないかなということになれ

ば、やはりそこには税金を投与しても政策としてや

らなきゃいけないんじゃないかなと思いますので、

中途半端なやり方しているとなかなか前に進みませ

んので、ぜひ前向きにお願いしたいと思います。 

 それじゃあ４番のほうへ行きます。 

○議長（馬場 衛） ４番目ですね、どうぞ。 

○18番（二橋益良） 「公共交通は利用しやすく満

足できるものでありますか」という設問でございま

すが、①として、平成30年度から「ふつう」という

項目をなくして以来、一向に改善されておらず満足

度の改善は見られないと、今回の調査では「不満」

「やや不満」が55.4％になってしまっているが、こ

の点についてどのように捉えているのかお聞きしま

す。 

○議長（馬場 衛） 都市整備部長。 

○都市整備部長（小倉英昭） お答えをいたします。 

 市民意識調査の結果につきましては、「満足」が

過半を割り込んでいる状況は重く受け止めておりま

す。 

 自由意見の中には、コーちゃんバスへの要望が多

く寄せられています。自動車依存率が高い中で、コ

ーちゃんタクシーを含めて市民の皆様の利便性を考

え、今後はより丁寧な情報発信や各サービスの分か

りやすさを意識した経路、時刻表などの見直しを行

うことで、満足度向上に努めてまいります。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 二橋益良君。 

○18番（二橋益良） 再三のこの努力っていうのは

見受けられるんですけども、効果が現れないってい

うのは結果で、企業で言えば利益ができていないと

いうことでございますので、もっともっとこれを真

摯に受け止めて前向きに考えなければいけないかな

と思いますので、細かいことは言いませんので数字

的にやっぱり市民が理解できるような数値に持って

いっていただきたい、そんなふうに思います。 
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 それでは２番、②のほうね。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○18番（二橋益良） 毎年、地域公共交通会議等で

検討されているにもかかわらず、今言うような改善

がされていないことについてどのように捉えるかと

いう設問の中で、これちょっと重複してしまいます

もんですから、私が提案するのは今いろんなことや

ってＢａａＳとかいろいろやってすごく煩雑化して

いるよね、デマンドタクシーとか。それは確かにい

ろんなところへ、背中に手が届くような細かい施策

ではあるにもかかわらず、煩雑化して皆さんが利用

しにくいというようなこともあります。ですから、

この事業は交通弱者のためにあるのか、あるいは市

民の足として必要なのかというこういう位置づけを

どちらかにちゃんと持っていかないと、いつまでた

っても中途半端になってしまうと思うんですけど、

どうですか。 

○議長（馬場 衛） 都市整備部長。 

○都市整備部長（小倉英昭） 議員のおっしゃると

おり、交通弱者であったり市民であったりとターゲ

ットを絞るというのは非常に大事なことではござい

ます。地域公共交通というものは、残念ながら市民

の皆様であったり湖西市に訪れていただいたお客様

や仕事で訪れた方、そういった方にも利用していた

だくというのが本来の目標であることもまた一つ事

実でございます。 

 実際には、湖西市の特にコーちゃんバスで言うな

らば、福祉バスから発展をしてきたような感じでご

ざいます。そういったことからどちらかというと交

通弱者、こちらの方にターゲットを置いたような感

じでございます。 

 今現在の利用の仕方になりますけども、主に使っ

ていただいている方も当然高齢者であったり障害を

お持ちの方であったり、あとはまた小学校の通学で

使っていただいたりというところではございますけ

ども、それ以外の方につきましてはなかなかバスの

連携がうまくいっていなかったりしますので、連絡

がうまくいっていなかったりしますので、その辺の

改善をしながら、より皆さんに使っていただけるよ

うな公共交通を目指していきたいというふうに考え

ております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 二橋益良君。 

○18番（二橋益良） 総花的な考え方も必要なんで

すけども、私は過去を見ますとあの福祉バスの時代

には非常に人気がありました。ただ、受益者負担が

なかったもんだからその点もあるかと思いますけど

も、本当にあのバスのように乗れなくて待つ人もい

たと、こういう状況ではなかったかなとそんなふう

に思います。やっぱり福祉バス、福祉的なものの考

え方のほうがやっぱり市民の足の捉え方としてはい

いんじゃないかなってそんなふうに思いますので、

やっぱり現状を見て要するにこういうふうなデータ

が出るということは、そのデータをやっぱりしっか

りと分析しなきゃいけないなと思います。私は過去

の福祉バスは再現できないかも分かりませんけども、

そちらのほうにシフトしながら本当に足のない人を

助ける意味のやっぱり公共事業が必要じゃないかな

と思います。これは一応提案させていただいており

ます。 

 それではこの項を終わりまして、最後の５番。 

○議長（馬場 衛） ５番ですね、どうぞ。 

○18番（二橋益良） 最後ですけども、非常に行政

としては一番耳の痛いところをちょっとお聞きした

いと思います。 

 市の職員の接客態度や仕事に対する姿勢について

ということで、①番、令和３年度と令和４年度を比

較すると少し改善されているにもかかわらず、令和

１年から令和２年には「ふつう」という項目を設け

てあり、設けて傾向が少し見えなくなっている、ぼ

かしたんじゃないかなっていう裏めいたちょっと考

えで、どうしてなのということを聞きたいんですけ

ども、どうですか。 

○議長（馬場 衛） 企画部長。 

○企画部長（小林勝美） これは最初の質問のとこ

ろでも「ふつう」というところの曖昧なところがあ

ったかと思いますが、こちらにつきましても令和２

年度の市民意識調査におきましては現行の第６次総

合計画の手法とするために、平成27年度に実施いた

しました第５次総合計画の中間見直しのための調査
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と比較できるように、令和元年度の調査から選択肢

を一部変更したものでございます。 

 議員おっしゃるとおり、「ふつう」という選択肢

はやはり傾向を分かりにくくするということがござ

いまして、平成28年度より選択肢から外しましたが、

令和２年度は平成27年度との調査を比較できるよう

に追加をいたしました。議員がおっしゃるとおり

「満足」「不満足」どちらにもカウントされない

「ふつう」の回答がやはり多くて傾向が分かりにく

くなってしまったということがございますので、令

和３年度以降は傾向をつかみやすくするために、正

しい回答が得られるように「ふつう」等のどちらで

もないというような選択肢は原則除外して、市民の

意識を把握するように努めているところでございます。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 二橋益良君。 

○18番（二橋益良） 先ほど私が言ったとおり、こ

ういうぼかした表現の、ぼかしたというと失礼かも

分かりませんけども、一つの言い逃れですよね、こ

こは。どちらかをやっぱり判定することのほうが、

やっぱり市民意識の傾向としては見やすいんじゃな

いかなと。改善いただきました、令和３年度はその

項目がないということで今も現在もありません。こ

ういう意識調査っていうのは、やっぱり系統を見る

ために途中で変えたりなんかすると、やっぱり今ま

での系統がよく見られない、比較ができないという

とこもございますので、今後は改めるようにお願い

したいと思います。 

 それでは②のほう。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○18番（二橋益良） 過去の調査で、平成29年度か

ら令和元年度までの「思う」「まあまあ思う」は

80％でありましたが、令和３年度から減少し65％、

令和４年度では68.8％であります。また、令和２年

度以降は「思わない」「あまり思わない」が17％前

後であったが、令和３年度から増加したということ

はどういうふうに捉えていますか。 

○議長（馬場 衛） 総務部長。 

○総務部長（田内紀善） お答えします。 

 職員の接客態度や仕事に対する市民の皆さんの評

価が下がっており、いま一度、全職員に対し接客態

度に対する意識の見直しを行っていく必要があると

考えております。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 二橋益良君。 

○18番（二橋益良） やっぱり接客っていうのは、

一番の要するに窓口業務の印象づけにほかならない

と思います。ですから、市民に対する好感度の現れ

として、本当に一丁目一番地だなって感じておりま

すので、この接客っていうのはやっぱりもっとしっ

かりと人材育成をしていかなきゃならない、だけど

も人材育成するためのここでのシステムって私はあ

んまりよく知っておりませんけども、そういう意味

でも目標値の設定等々が本来はあるべきだなと思い

ます。そこら辺はどうですか。 

○議長（馬場 衛） 総務部長。 

○総務部長（田内紀善） お答えします。 

 市民意識調査の市の職員の接客態度や仕事に対す

る姿勢の設問で「満足」と「やや満足」と回答した

割合を事務事業評価における事業の目標値として設

定をしております。事務事業評価における令和４年

度の目標値は82％としております。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 二橋議員、③の質問でいいわ

けですね。 

○18番（二橋益良） すみません、ちょっと先に行

きましたので、そこまで③の質問で一緒にお願いし

たいと思います。 

 人材育成っていうのは、その人材育成を受ける側

がそういう方向でそういう目的のためにやっていか

ないと、学校の授業でもそうなんですけどもどこか

向いている人に一生懸命教えてもなかなか身につか

ない、ですから皆さんの意識と要するに方向性をし

っかり職員に理解していただくということがまずは

大事な、人材育成の基じゃないかなと思いますけど

も、ここではどんなそういう目標を持ってやってい

るんですか。 

○議長（馬場 衛） 総務部長。 

○総務部長（田内紀善） 人材育成につきましては、

今までは職員の個々に任せる形で、組織として職場
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のほうに任せる形で、組織一体となってあまり力を

入れてなかったっていうのが実情ですので、今年度、

人事基本方針を改めまして、今後、組織が一体とな

って人材育成を行っていくという、今ちょうど始め

たばかりという形になっていますので、まだその辺

はしっかりとまだ人材育成を組織的にやっていくと

いうのを始めたばかりという状況でございます。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 二橋益良君。 

○18番（二橋益良） 本当に職員の方がしっかりと

目的、目標をちゃんと理解して、これから進んでい

かないと、何でもそうだけども人材育成、研修受け

ましたよね、受けただけでじゃあそれどういうふう

にフィードバックしていますかって言ってもそこの

答えがないっていうのは、要するに研修を受ければ

人材育成になっているというこの錯覚ですね、研修

っていうのはあくまでも教育機関の一つであります

ので、それをどう反映していくかっていうこと、あ

るいはどういう結果を生み出したかっていうことの

ほうがやっぱり基になるんじゃないかと思いますの

で、そこまで求めるようなこれからの施策はひとつ

お願いしたいと思います。 

 ④です。 

○議長（馬場 衛） ④ですね、どうぞ。 

○18番（二橋益良） 最近多くの市民からちょっと

耳の痛い話ではございますが、接客について私は苦

情をいろいろ聞いております。接客対応マニュアル

っていうのはどのようになっているかをお聞きしま

す。 

○議長（馬場 衛） 総務部長。 

○総務部長（田内紀善） お答えします。 

 接客対応に限定しているマニュアルは残念ながら

備えておりませんが、職員服務規則や職員としての

行動規範の中に、接客態度などの行動方針を記載し、

職員のほうへその周知徹底を図っているところでご

ざいます。 

 なお、接遇に関する基本的な知識・スキルの習得

につきましては、新規採用職員に接遇研修を必ず受

講させ、接遇の必要性・言葉遣い・身だしなみ・接

客態度などを学ばせているのが実情でございます。 

 また、定期的に接客態度に関する注意喚起などを

庁内に周知するとともに、職場内においてＯＪＴ研

修により職員自身の対応状況を確認させ、職員の接

客態度の向上、改善を図っているということでござ

います。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 二橋益良君。 

○18番（二橋益良） 一つ課題があるのは、各部署

によってやっぱり説明する状況も違うし、多少の接

客が違うかも分かりませんけども、私が言わんとす

ることはまず市民の方とまず向き合う、ここをやは

り接客マニュアルの一番の先端にしていただきたい。

業務の内容についてはこれは各部署で全部違います

ので、本来ならそれまでちゃんとしたマニュアルを

つくってやるべきだなと思いますけども、私が言い

たいのはまずお客さんが来た場合には何でもそうで

すけどもまず「おはようございます」「こんにち

は」、それで笑顔で応えて、向こうの気持ちになっ

て聞いてあげるという態度を示すっていうこんな簡

単なことなんですよ、そういうマニュアルもなかっ

たら職員もどう対応していいやら分からないし、あ

るいはそういうことが一番のさきほど言った一丁目

一番地になるんじゃないかと思いますので、ぜひ総

務としては、まず最初にお客さん来たときどうする

かっていうことをやっぱり受け止めていただきたい

なと思いますけど、どうですか。 

○議長（馬場 衛） 総務部長。 

○総務部長（田内紀善） お答えします。 

 二橋議員おっしゃるとおり、いま一度職員として

の基本的な行動指針を確認する意味で、しっかり職

員のほうに周知、教育のほうを徹底していきたいな

と考えております。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 二橋益良君。 

○18番（二橋益良） それでは⑤、最後になります

けども、その今言う改善対策いろいろ聞いたんです

けども、やはりちゃんとした接客マニュアルをつく

って各課共通なやっぱり態度で臨めるように、まず

はするのが総務の仕事じゃないかなと思います。 

 この人材育成っていうのは幅が広いように見えま
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すけども、単純なそういう接客のまず最初っていう

のはどこのホテルでもどこのサービス業でも、最近

では本当に二十歳前ぐらいの人でもお客として入っ

ていくと真摯に頭を下げて、いい店だなってそうい

う印象をつけることに非常に重視しているっていう

のが民間なんですよ、ですからそうしたことをぜひ

人材育成として進めていければと思います。 

 くどくなりますけども、いつも言っているのは企

業っていうのはやっぱり利益を出して利益が要する

に自分たちの増益につながるということでございま

すけども、行政っていうのは利益があるところじゃ

ございませんので、市民の社会指標、要するに湖西

市であれば湖西市民からどう思われているか、ある

いは湖西市民の要するに社会指標、先ほどの言うよ

うにこういう意識調査、これをしっかりと分析しな

がら進めていっていただきたいと思いますけど、ど

うですか。 

○議長（馬場 衛） ５番目の改善対策、どう構築

っていうことでよろしいでしょうか。 

○18番（二橋益良） そうですね。 

○議長（馬場 衛） 副市長。 

○副市長（山家裕史） お答えいたします。 

 対策としましては、現状今マニュアル、指針がな

い状況ですけども、そちらにつきましては別途検討

させていただきます。 

 先ほど議員からもお話がありましたとおり、接遇

の基本事項であります笑顔・挨拶・身だしなみ・態

度・言葉遣いなどの行動点検を職員が自ら行って、

その点検内容を管理職が確認していく、そうしたこ

とを地道に繰り返し行っていくことが重要だという

ふうに考えております。 

 また、市民の皆様からも苦情をいただくことがあ

りますので、そういった際には総務課から全職員に

対して情報を速やかに周知をして、注意喚起をしな

がら接客態度の再確認を促しているところでござい

ます。 

 先ほど総務部長からも話がありましたが、本年10

月に令和２年３月に作成しました人事基本方針の見

直しを行いまして、去る11月８日と９日に課長級以

上の管理職を対象に説明会を行いましたけれども、

その中でこれからは持続可能な組織づくりを目指し

て、能力向上を職員任せにするのではなくて組織全

体で職員の能力向上を図っていくため、管理職自ら

が若手職員の行動のお手本となって、人材育成を自

分事として考えて行動するよう私から指示したとこ

ろでございます。 

 職員一人一人が市民の気持ちになって応対をして、

職員誰もが市民目線での窓口対応を徹底していくこ

とで、市民の皆さんからの接客満足度を高めてまい

りたいというふうに考えているところです。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 二橋益良君。 

○18番（二橋益良） 今副市長から本当にいろいろ

施策を述べていただきましたけども、私は重要なこ

こ求めるのは、やりますよじゃなくて本来なら明日

からそういうふうに変貌しなければいけないのが窓

口業務だと思います。窓口の最初に接するマニュア

ルなんていうのは単純なものですので、このマニュ

アルが徹底できるのはいつ頃ですか。 

○議長（馬場 衛） 総務部長。 

○総務部長（田内紀善） お答えします。 

 速やかにということで、とりあえずこの場は、速

やかに整備するということでお答えさせていただき

ます。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 二橋益良君。 

○18番（二橋益良） 長くなりましたけども、その

成果をぜひ見せていただきたいと期待しております

ので、よろしくお願いいたします。 

 これで一般質問を終わります。 

○議長（馬場 衛） 以上で、18番 二橋益良君の

一般質問を終わります。 

 これをもちまして、本日予定しておりました一般

質問を終わります。 

───────────────── 

○議長（馬場 衛） 以上で本日の日程は終了いた

しました。本日はこれにて散会いたします。お疲れ

さまでした。 

午後３時04分 散会 

───────────────── 


